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文教福祉委員会会議録 

 

平成２６年１２月１０日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時０５分閉議（実時間２４３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１０２号・平成２６年度八代市一般

会計補正予算・第７号（関係分） 

１．議案第１３０号・平成２６年度八代市一般

会計補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第１０３号・平成２６年度八代市介護

保険特別会計補正予算・第２号 

１．議案第１３１号・平成２６年度八代市国民

健康保険特別会計補正予算・第２号 

１．議案第１３２号・平成２６年度八代市介護

保険特別会計補正予算・第３号 

１．議案第１０６号・指定管理者の指定につい

て（八代市坂本地域福祉センター、八代市

千丁地域福祉保健センター、八代市鏡地域

福祉センター、八代市鏡老人デイ・サービ

スセンター、八代市東陽地域福祉保健セン

ター、八代市泉地域福祉センター、八代市

泉憩いの家、八代市五家荘デイサービスセ

ンター、八代市柿迫生きがいセンター） 

１．議案第１０７号・指定管理者の指定につい

て（八代市立図書館） 

１．議案第１１５号・財産の無償譲渡について 

１．議案第１２３号・八代市地域包括支援セン

ターの包括的支援事業の実施に係る基準を

定める条例の制定について 

１．議案第１２４号・八代市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の

制定について 

１．議案第１２５号・八代市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部改正について 

１．議案第１２６号・八代市立保育園の設置及

び管理に関する条例の一部改正について 

１．議案第１４０号・八代市教育委員会の教育

長の給与等に関する条例の一部改正につい

て 

１．議案第１４２号・八代市国民健康保険条例

の一部改正について 

１．所管事務調査 

 ・教育に関する諸問題の調査 

  （学校施設非構造部材耐震化事業につい

て） 

 ・保健・福祉に関する諸問題の調査 

  （第３次八代市地域福祉計画策定につい

て） 

  （第４期八代市障がい福祉計画策定につい

て） 

  （第６期八代市介護保険事業計画・八代市

高齢者福祉計画策定について） 

  （八代市子ども・子育て支援事業計画につ

いて） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  西 濵 和 博 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  百 田   隆 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 
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 健康福祉部長兼 
            上 田 淑 哉 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            山 田   忍 君 
  福祉事務所次長 
 
 
  健康福祉部理事兼 
            小 藪   正 君 
  生活援護課長    
 

  長寿支援課長    小 林 眞 二 君 

  国保ねんきん課長  中 村 伸 也 君 
 
  健康福祉部理事兼 
            硴 塚 康 浩 君 
  健康福祉政策課長 
 

  こども未来課長   白 川 健 次 君 
 
  障がい者支援課長兼 
            秋 田 壮 男 君 
  障がい者虐待防止センター所長 
 

  障がい者支援課長補佐 遠 山 光 徳 君 

 教育部長       北 岡   博 君 

  教育部次長     増 住 眞 也 君 

  図書館館長     濵 田 大 祐 君 

  教育施設課長    有 馬 健 一 君 
 
  学校教育課長補佐兼 
            髙 嶋 宏 幸 君 
  教育サポートセンター副所長 
 

 総務部 

  人事課長      中   勇 二 君 

                              

○記録担当書記     小 川 孝 浩 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 それでは、定刻となり、定足数に達しており

ますので、ただいまから文教福祉委員会を開会

いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１０２号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第７号（関係分） 

○委員長（中村和美君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１０２号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第７号中、当委員会関係分を議題

とし、説明を求めます。 

 それでは、まず、健康福祉部から、歳出の第

３款・民生費及び第４款・衛生費について説明

願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。おはようございます。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり）健康福祉部でござい

ます。 

 本委員会に付託されております議案第１０２

号・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第

７号中、健康福祉部が所管いたします第３款・

民生費、第４款・衛生費につきまして、山田次

長より説明させますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、山田健康福祉

部次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）健康福祉部次長山田で

す。よろしくお願いします。それでは、座りま

して説明いたします。 

 別冊となっております議案第１０２号です。 

 平成２６年度八代市一般会計補正予算・第７

号をお願いいたします。当文教福祉委員会付託

分のうち、健康福祉部所管分について御説明し

ます。 

 まず、３ページをお願いします。 

 第１表・歳入歳出予算補正の歳出でございま

すが、款３・民生費の項１・社会福祉費で補正

額１０２万７０００円を追加し、補正後の予算

額は１００億６０１１万８０００円としており
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ます。民生費の総額は、１つ上になりますが、

２１３億７００７万円でございます。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費で補

正額４５万９０００円を追加し、補正後の予算

額は１８億９６５万３０００円としておりま

す。衛生費の総額は、１つ上になりますが、４

１億６６０６万６０００円でございます。 

 続きまして、１２ページをお願いします。 

 歳出を説明します。真ん中の表になります

が、まず、款３・民生費、項１・社会福祉費、

項、――済みません、目１・社会福祉総務費

で、１０２万７０００円を計上しております

が、節１１・需用費２５万５０００円は、生活

困窮者自立支援事業に係るものでございます。

これは、平成２７年４月から始まる事業で、生

活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図

るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業

の実施、住居確保給付金の支給、そのほかの支

援を行うものです。今回の補正予算の内容は、

その制度周知用ポスター及びパンフレットの作

成費でございます。また、節２８・繰出金７７

万２０００円は、介護保険制度改正に伴う電算

システムの改修に要する経費の２分の１を介護

保険特別会計へ繰り出すものでございます。な

お、特定財源としまして、生活困窮者自立支援

事業に対し県からの補助金が全額ございます。 

 続きまして、款４・衛生費、項１・保健衛生

費、目１・保健衛生総務費で４５万９０００円

を計上しております。これは、現在、小学３年

生までを対象にしておりますこども医療費助成

について、平成２７年４月から対象年齢を小学

６年生まで拡大することを予定しております

が、その準備に係る費用でございます。まず、

節１１・需用費７万８０００円は、対象年齢拡

大予定分の受給資格者証の作成費でございまし

て、次の節１３・委託料３８万１０００円は、

対象年齢拡大予定に伴う電算システム改修業務

委託費でございます。なお、特定財源はござい

ません。 

 これで、平成２６年度八代市一般会計補正予

算・第７号の健康福祉部所管分の説明といたし

ます。御審議、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本隆一君） 済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい。済みません。確

認でございます。先ほどの生活困窮者自立支援

事業、もう今からパンフレット等を作成という

ことでございますけれども、この困窮事業に関

しては、モデル事業で昨年より八代市として取

り組んでおられる事業ということは承知してる

んですけれども、窓口となるですね、今から選

定されるということで、よろしかったわけです

よね。そして、いわゆる、相談をするときに、

一般の方、今からチラシをされると、――配ら

れると思うんですが、生活援護課に行って、そ

こからになるのか、それとも、地域の民生委員

さんに行って、そこからになるのか、あるい

は、もう、まず誰に相談をして、自分は今生活

に困っているのでとか、あるいは、年齢制限と

か、そういうものがあるのでしょうかというこ

とを、ちょっと気になるところなんですけれど

も。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） はい。 

○委員長（中村和美君） 小藪生活援護課、課

長。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） 済みません。まず、生活困窮者の対象者

につきましては、生活困窮するおそれがあると

考える方ということを生活困窮者という形にな

ります。それで、年齢制限等はございません。 

 それと、相談する場所ということですが、そ

れは、今後、相談窓口としましては、今後、委

託をする先の事業所の窓口が第一になりますけ
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れども、民生委員さんを通じても、生活援護課

を通じても、そういう社会支援、地域支援を通

じて、どこにいらっしゃ、――どこに相談され

てもその窓口につながるような連携を図ってま

いりたいと考えております。 

 よろしいでしょうか。（委員橋本隆一君「は

い、ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） 橋本委員。いいです

か。 

○委員（橋本隆一君） はい。ありがとうござ

いました。了解しました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ござい

ませんか。 

○委員（百田 隆君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、百田委員。 

○委員（百田 隆君） はい。この予算の概要

に関してですね、生活困窮者自立支援事業募集

という――事業ということで、生活困窮者自立

相談支援事業の業務委託開始って、これ委託先

の選定基準ちゅうか、そういうのはどんなふう

になってますか。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。小藪生活援護

課長。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） はい。済みません。自立相談支援事業

は、相談を受け、その後の支援につなげていく

ことになりますので、相談窓口を設置し、相談

支援による相談を実施できること、これを１と

します。２としまして、窓口のない地域におい

ては出張相談を実施できること。３としまし

て、相談窓口の周知を図るため、チラシや広告

等による広報を実施できること。４としまし

て、就労・福祉分野の各種会議の参画により関

係機関との連携や支援員の能力向上を図るこ

と。５としまして、福祉事務所、ハローワー

ク、社協等の関係機関、関連事業と連携ができ

ることなどを要件として考えております。（委

員百田隆君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。同じくですけれ

ども、生活困窮者自立支援事業のパンフ、それ

から、チラシの作成に関連してお尋ねしたいと

思います。 

 この趣旨・目的は、制度の周知を図るという

ところにあるかと思いますけれども、私も、昨

年の３月ですね、この法施行に対しての市の準

備等についてお伺いしたところなんですけど

も、今回のパンフ・チラシには、必須事業２事

業を除く、生活、――就労支援準備だとか、生

活の一時支援、それから、困窮されてる子供さ

んの学習支援等、４つの任意事業がございます

けれども、そういった制度全てを掲載されるの

か、それとも、八代市が担う事業として掲載さ

れるのか、そこのすみ分けはいかがでしょう

か。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） はい。 

○委員長（中村和美君） いいですか。小藪生

活援護課長。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） 済みません。今回のお願いしております

パンフとリーフレット等に関しましては、まず

は、制度の、――関係機関との連携を図りまし

て、この事業につきましては、どこに困窮者が

いらっしゃるか、そういうことを把握していく

必要がございますので、関係機関への連携を図

るための周知と考えておりますので、まず、そ

の任意事業というよりも、生活困窮者支援制度

についての周知を図りたいと考えております。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 
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○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。今回の１２月議

会でもですね、複数の議員さんがこの点につい

て問われました。で、任意事業しますというお

話がありました。しかしながら、どの事業をす

るかというのは、ちょっとはっきり私も承知し

てないものですから、市民の皆さんにとってみ

れば、４月から新たな事業が開始するならば、

どういったことを担って行政はくれるのか、そ

れがまず一義的にあるというふうに思いますの

で、私が言ったとこは、答えていただく必要が

あるのかなというふうに思いますけど、そこ

は、部長、いかがでしょうか。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。４月からその事業を開始するわけでご

ざいますので、当然、その事前に、そういった

啓発を行っていくと、――いかなければならな

いと思います。そのために、当然、その必須事

業と任意事業――必須事業については必ずしな

ければならない、任意事業についても、この

間、議会でも答弁いたしましたように、４つの

事業について実施していくと、ということでご

ざいますので、そういった事業の周知について

は、チラシ等でですね、何らかの形でそれは掲

載していきたいと思っております。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。明快な御回答あ

りがとうございました。 

 そこで、１点、確認なんですけれども、私も

昨年の３月の議会で、任意事業については県自

体が広域的な観点から行ったほうが合理性もあ

るんじゃないかと、財政負担のことについて

も、それは執行部としてもそれは一理あるとい

うような御回答をいただいたというふうに期待

してます。 

 では、実際に、今後、市が施行に当たって

は、どの事業――任意をやられるのか、その実

施主体は県か、市か、そこをお尋ねしたいと思

います。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい。小藪生活援護

課、課長。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） 任意事業につきましてですね、４事業、

今、進める方向で、県と協議はしております。

で、まだ県のほうも予算のほうがはっきりして

おりません段階でございますので、進める方向

で調整しておりますということでよろしいでし

ょうか。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 委員長。よろしいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 一応ですね、県のほうとも、市の単独事業と

いう形よりも、県と共同で実施していくという

形で考えております。で、県のほうも、今、予

算要求を１２月議会のほうに提案されてるとい

うことでございますので、それで通らないと、

多分、大丈夫だろうということなんですけれど

もですね。いろんな関係機関と一緒になって、

４つの事業については実施していきたいと、こ

の間、議会の答弁でも申し上げましたけども、

そういったことで考えております。はい。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） そこのところが整理で
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きたらですね、私どもの委員会にも御報告いた

だきたいというのと、済みません、最後と言い

ましたけれども、この生活困窮者自立支援法に

関連する業務は、どこの課が所管されるか、こ

こを最後にお尋ねしたいと思います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 所管は、今おります生活援護課が所管するこ

とになります。はい。 

 以上でございます。（委員西濵和博君「承知

しました。ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほか、ありません

か。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今回、パンフレ

ットとポスターつくって、啓発活動行っていか

れるわけなんですけれども、これは、もう生活

保護を受ける前の方たちのセーフティーネット

みたいな形で、生活保護にならないためにどう

すればいいかっていうお話だろうと思うんです

ね。支援していくっていう話だろうと思う。

で、今後、目標としてですね、今、生活保護世

帯が少しずつふえてきてる現状があるっていう

部分があって、で、これをやったおかげでまた

ふえるっていう可能性もなきにしもあらずよう

な気がするんですが、少なくとも、これの生活

保護世帯が少しでも減っていく方向に行くって

いうようにお考えなのか。その目標値っていう

のは定めてらっしゃるのか。その辺はいかがで

しょうか。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小藪生活援護

課、課長。 

○健康福祉部理事兼生活援護課長（小藪 正

君） はい。生活保護につきましては、現在、

世帯の状況の変動、例えば、具体的に申します

と、単身高齢者の増加とか、所得、――正社員

でない雇用の社員の方の増加等で、セーフティ

ーネットがうまく働いていない部分もございま

す。そういうことで、基本的には、今後も生活

保護世帯というのはふえていくのではないかと

考えております。それをどの程度、働ける方は

働けるとか、ほかの制度につなげられて自立と

か、尊厳を持って自立できる生活を送られてい

くように支援する制度が今度の生活困窮者支援

制度だと思いますが、そういうことで、多少、

その伸びは緩やかになるのではないかと考えて

おりまして、具体的にどの程度ということはま

だ把握しておりません。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。これ要望なんで

すけども、この生活困窮者自立支援事業という

部分を事業やったがゆえに新たなですね、生活

保護世帯がふえてくるというのは本末転倒だろ

うと思いますし、それが減らないように、――

生活保護世帯がふえないような形での事業とい

う部分を目指していってほしいなというように

思ってますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、ほ

かにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、なけれ

ば、以上で質疑を終了します。意見がありまし

たら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。意見がないよ

うでございますので、以上で、第３款・民生費

及び第４款・衛生費について終了します。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 
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 それでは、執行部入れかえのために小会した

いと思います。 

（午前１０時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１８分 本会） 

○委員長（中村和美君） それでは本会議に戻

します。 

 次に、教育部から歳出の第９款・教育費につ

いて説明願います。 

○教育部長（北岡 博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、北岡教育部

長。 

○教育部長（北岡 博君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）大変お世話になります。 

 議案第１０２号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第７号でございますが、第９款・

教育費で補正額５７５万４０００円をお願いい

たしております。その詳細な内容につきまして

は、増住教育部次長が御説明をいたしますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育部次長（増住眞也君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、増住教育部次

長。 

○教育部次長（増住眞也君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）よろしくお願いいたします。それでは、座

りまして説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○教育部次長（増住眞也君） 補正予算書・第

７号の３ページをお開きお願いいたします。 

 歳出の第９款・教育費に５７５万４０００円

を追加し、補正後の予算額を４７億２９万８０

００円とするものでございます。 

 項別の内訳でございますが、項５・幼稚園費

に４６８万４０００円、項７・社会教育費に１

０７万円を計上いたしております。 

 それでは歳出の内容について説明いたしま

す。１５ページをお開きお願いします。 

 款９・教育費、項５・幼稚園費、目１・幼稚

園費に補正額４６８万４０００円を計上してお

ります。これは、説明欄に記載のとおり、幼稚

園就園奨励費補助金事業に関するものでござい

ます。この事業は、家庭の所得状況に応じて保

護者の経済的負担の軽減と公立・私立幼稚園間

の負担額の格差是正を図るための事業ですが、

２６年度から制度の一部改正が行われ、第２子

以降の、――についての所得制限の撤廃、それ

から、大幅な補助単価の見直しなどが行われて

おります。今回の補正の理由でございますが、

まず、１点目に対象となる認定世帯が当初より

多くなる見込みであること、２点目に補助単価

の大きい私立幼稚園の入園者が当初より多くな

る見込みであること、３点目に今年度から新設

されました補助対象区分の１カ所において基準

額を誤って低く設定したことなどによるもので

ございます。なお、特定財源の１１７万１００

０円は国の補助金でございます。 

 次に、項７・社会教育費、目４・図書館費に

補正額１０７万円を計上しております。これ

は、図書館が平成２７年度から指定管理者へ移

行することを踏まえ、利用者の利便性及び安全

性の向上を図るために、設備の追加整備を行う

ものでございます。その内容でございますが、

まず、１点目として、指定管理者へ移行後、閉

館時間が２時間延長されることから、図書館本

館の東側駐車場について、夜間でも利用しやす

くするために、駐車場に面する外壁に外灯７台

を設置いたします。次に、２点目として、図書

館、――建物内における新たなインターネット

環境として、無線ＬＡＮであるＷｉＦｉ機器を

設置する予定でございます。現在、図書館本館

ではインターネット用パソコンを４台設置して

おりますが、利用者が多く、土日は待ち時間が

しばしば発生しているような状況であること、

また最近ではスマートフォンなどの普及に伴
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い、ＷｉＦｉは使えないかとの問い合わせもふ

えていることなどから、サービスの向上を目指

すものでございます。補正額１０７万円の内訳

でございますが、インターネット回線初期費用

６０００円、ＷｉＦｉ機器設置工事１５万７０

００円、外灯７台の設置工事９０万７０００円

でございます。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いします。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 今の図書館の施設整備

事業に関して、いよいよ来年度からですね、２

７年の４月からということでよろしかったです

ね。（教育部次長増住眞也君「はい」と呼ぶ）

今、この前、御案内がありましたように、指定

管理者の選択等も進んでるちゅうことで、一、

二点なんですけれども、市民の皆様への周知が

広報等であると思いますが、そのほかの周知と

してどのようなことをされていこうと思ってい

るのかですね。それが、この予算の中に入って

いるのかっていうのがちょっと気になったんで

すけれども、今の中では入ってないみたいだっ

たもんですから。 

 それと、私は、これ一遍、一般質問のところ

でも提案させていただいた記憶あるんですけれ

ども、周知の案のときに、この図書館、せっか

く、民間委託になるっていうことなので、市民

の皆様から親しんでいただけるように、市民の

皆様に公募ですね、名前の公募をされたらどう

ですかっていうことを提案しましたけど、そう

いったところはもうせずに、そのまま八代市立

図書館、市立という名前がちょっと変わるかも

しれませんけども、そういう名称に変更等はご

ざいませんでしょうか。お尋ねいたします。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） 濵田図書館館長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。図書館の

濵田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 １点目の広報の件でございますが、本議会で

指定管理者の決定をいただきました後に、正式

に指定管理者が決まりました後に、広報はいた

してまいりたいと考えています。その方法とし

ましては、広報やつしろを中心、――主なもの

としまして、ホームページ、図書館だより、エ

フエムやつしろ等のマスコミのメディアを使用

しまして、広報をやってまいりたいと考えてお

ります。 

 それから、２点目の図書館の名称――これは

愛称ということになるかと思いますが（委員橋

本隆一君「はい」と呼ぶ）正式名称は八代市立

図書館という名称のままになると思っておりま

す。 

 それから、愛称につきましては、今後、どう

いった名称、それから、募集要領ですね、そう

いったものを検討させていただきまして、やっ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい。理解できまし

た。ありがとうございました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。図書館の施設の

件についてですけど、東、――図書館東側駐車

場っていうのは、全協のときも、たしか、何か

お尋ねがあってたみたいですけど、説明会のと

きですね、これ、どこ、具体的にどこ、どこで

すか。東側駐車場。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 
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○委員長（中村和美君） はい。濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。東側駐車

場は、松浜軒様からお借りしております。現状

では砂利の駐車場になっておりますが、図書館

と厚生会館で使用させていただいている砂利の

駐車場でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） そこは、はい、好意で

貸していただいている。何か借地契約か何かし

てあるんですかね、駐車場自体。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） 濵田図書館館長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。この駐車

場につきましては、所管は街路公園課でござい

ますが、賃貸借契約で使用させていただいてい

るものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、以

上で質疑を終了します。意見がありましたら、

お願いします。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。図書館の街路灯

の関係でですが、この設置目的は、先ほど御説

明がありましたように、利用者の安全性・利便

性の向上を図るということで、非常にいいお取

り組みかなというふうに評価したいと思いま

す。 

 少し余談になるかもしれませんけれども、先

般、地元紙にですね、図書館の利用に際して、

市民の方がとても親切に対応していただいた

と、期待以上の誠意をいただいたということ

で、とてもお褒めの言葉があったのを記憶して

おります。これから指定管理者に移行されると

いうことで、直接、その市の職員さんがです

ね、業務に携われるというスタイルと少しさま

変わりするかもしれませんけど、そういう市民

の関心、あと、高評価がありますので、引き続

き、指定管理者になってもですね、そういう精

神を引き継いでいただければなというふうにお

願いしておきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか意見あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、こ

れより採決いたします。 

 議案第１０２号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第７号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１３０号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第８号（関係分） 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１３０

号・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第

８号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 それでは、引き続き、教育部から歳出の第９

款・教育費について説明願います。 

○教育部長（北岡 博君） はい、委員長。 
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○委員長（中村和美君） はい、北岡教育部

長。 

○教育部長（北岡 博君） 続きまして、議案

第１３０号・平成２６年度八代市一般会計補正

予算・第８号でございますが、第９款・教育費

のうち、教育部所管関係分で、補正額５３万３

０００円をお願いいたしております。その詳細

な内容につきましては、増住教育部次長が御説

明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○教育部次長（増住眞也君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、増住教育部次

長。 

○教育部次長（増住眞也君） はい。それで

は、引き続き、説明させていただきます。 

 議案第１３０号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第８号の教育費のうち、教育部所

管分について説明いたします。 

 まず、教育費の説明に入ります前に、今回の

１２月補正予算における人件費の補正内容の概

要について説明をいたします。 

 本年度の人事院勧告に基づく給与改定につき

ましては、給料表・期末勤勉手当・通勤手当が

改定の対象となっております。 

 まず、給料表につきましては、平均０.３％

引き上げるものです。今回、若年層に重点を置

いた引き上げ改定となっており、この改定によ

る対象者は、全会計で９１６人となっておりま

す。 

 次に、期末勤勉手当につきましては、年間支

給月数を３.９５月から４.１月へと０.１５月

引き上げるものでございます。 

 次に、通勤手当につきましては、通勤距離の

区分に応じまして１００円から７１００円まで

の幅で引き上げるものです。 

 そのほか、給与改定以外の補正の要因といた

しましては、人事異動、それから、休職者及び

育児休業者、市町村共済、――市町村職員共済

組合負担金の率改定等の影響によるものでござ

います。 

 それでは、補正予算書・第８号の３ページを

お開きお願いいたします。 

 款９・教育費、補正額９１５万５０００円を

減額し、補正後の金額を４６億９１１４万３０

００円としております。なお、教育費全体とい

たしましては、減額補正となっておりますが、

教育部所管分の補正額といたしましては５３万

３０００円の増額補正となっております。 

 歳出の内訳について説明をいたします。１

８、１９ページをお開きお願いいたします。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目２・事

務局費から１３０万６０００円を減額しており

ます。説明欄記載の職員数は、対前年度１人増

の５１人となっております。人事異動と、それ

から、給与改定に伴う人件費の増額があります

ものの、育児休業者が２人いることから、結果

的に１３０万６０００円の減額補正となってお

ります。 

 次に、１９ページになります。 

 目３・教育サポートセンター費でございます

が、一般職２人分の補正として、８７万９００

０円の増額補正でございます。 

 次に、項５・幼稚園費、目１・幼稚園費、補

正額４７８万３０００円の減額は、一般職２２

人分の給与改定に伴う増額がありますものの、

人事異動及び育児休業者２人による減額が大き

かったことから結果的に減額補正となったもの

でございます。 

 次に、項６・学校給食費、目１・学校給食

費、補正額３０万２０００円は、一般職１０人

分の人事異動及び給与改定に伴う増額補正でご

ざいます。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 項７・社会教育費、目１・社会教育総務費の

補正額１６０万６０００円は一般職８人分、そ

れから、目２・公民館費の補正額３３４万９０

００円は一般職２６人分、１つ飛びまして、目
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４・図書館費の補正額５７万円の減額は一般職

９人分、それから、目５・博物館費の補正額１

５０、――１０５万６０００円は、一般職８人

分の人事異動及び給与改定に伴う補正でござい

ます。 

○委員長（中村和美君） これ、博物館ね。図

書館ち言うたろ、今。 

○教育部次長（増住眞也君） ああ。博物館。

申しわけありません。 

○委員長（中村和美君） うん。１０５万６０

００円な。 

○教育部次長（増住眞也君） 目５・博物館費

でございます。訂正お願いいたします。 

 説明以上でございます。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、以

上で質疑を終了します。意見がありましたら、

お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。ないようでご

ざいますので、以上で、第９款・教育費につい

ては終了いたします。 

 執行部入れかえのために、小会とします。 

（午前１０時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３５分 本会） 

○委員長（中村和美君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、健康福祉部から歳出の第３款・民生費

及び第４款・衛生費について説明を願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１３０号・八代市

一般会計補正予算・第８号中、健康福祉部が所

管いたします第３款・民生費、第４款・衛生費

につきまして、山田次長より説明させますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、山田健康福祉

部次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） はい。それでは、座りまして説明いたし

ます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（山田 忍

君） 別冊となっております議案第１３０号・

平成２６年度八代市一般会計補正予算・第８号

をお願いいたします。当委員会付託分のうち、

健康福祉部所管分について御説明します。 

 まず、２ページをお願いします。 

 第１表・歳入歳出予算補正の歳出でございま

すが、款３・民生費の項１・社会福祉費で補正

額２０１５万２０００円を追加し、補正後の予

算額は１００億８０２７万円と、また、項２・

児童福祉費で補正額１３４万２０００円を追加

し、補正後の予算額は８４億５５０６万１００

０円、また、項３・生活保護費で補正額４９２

万２０００円を追加し、補正後の予算額は２８

億５７７３万７０００円としております。民生

費の総額は、３つ上になりますが、２１３億９

６４８万６０００円でございます。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費で補

正額３２８万１０００円を追加し、補正後の予

算額は１８億１２９３万４０００円としており

ます。衛生費の総額は、１つ上になりますが、

４１億７４７７万１０００円でございます。 

 続きまして、１１ページをお願いします。歳

出を御説明します。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費、目１・社

会福祉総務費で、職員８人分の補正として、１
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人増、また、国民健康保険及び介護保険特別会

計への人件費補正分の繰出金もあり、１００、

――済みません、１３２５万円の増額補正とな

っています。 

 同項、目２・老人福祉対策費で、職員５人分

の補正として、人事異動などで３６万７０００

円の減額補正となっています。 

 同項、目４・障害福祉対策費で、職員２４人

分の補正として、１人増などで、１１１１万２

０００円の増額補正となっています。 

 同項、目５・国民年金費で、職員５人分の補

正として、人事異動などで３８４万３０００円

の減額補正となっています。 

 次に、款３・民生費、項２・児童福祉費、目

１・児童福祉総務費で、職員１９人分の補正と

して、１人増などで８８２万６０００円の増額

補正となっています。 

 １２ページになりますが、同項、目３・保育

所費で、職員７４人分の補正として、育児休業

などで７４８万４０００円の減額補正となって

います。 

 次に、款３・民生費、項３・生活保護費、目

１・生活保護総務費で、職員２１人分の補正と

して、人事異動などで４９２万２０００円の増

額補正となっています。 

 続きまして、款４・衛生費、項１・保健衛生

費、目１・保健衛生総務費で、職員３５人分の

補正として、人事異動などで３２８万１０００

円の増額補正となっています。 

 これで、平成２６年度八代市一般会計補正予

算・第８号の健康福祉部所管分の説明といたし

ます。御審議、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、以

上で質疑を終了します。意見がありましたら、

お願いします。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。人勧に伴う給与

改定については異論ございません。 

 今回、ちょっと一般質問の中でですね、少し

触れさせていただいた件なんですけれども、繰

り返しになりますが、改めて申すまでもござい

ませんけれども、国家予算にしても、地方予算

にしても、医療、介護、年金、子育てについて

は、その割合がどんどんふえていってるってい

うのは、客観的に誰でも認めるということで、

伴う事業量もふえてくると。法改正あたりの新

法対応もありまして、非常に職員の業務対応っ

ていうのが、これまでとはまた様子が変わって

きてるんじゃないかなというふうに思うところ

です。本市も行革に伴いまして、人員、――職

員数の定数管理ですね、成功して何千万という

効果を生み出していらっしゃるのも、一方では

評価できるとこですけれども、先般、厚労省か

ら県のほうの福祉部にですね、４年間出向され

て来られた国のキャリアの方とお話する機会が

ございまして、こういう地方の体制についてい

かが思うかということを問いましたら、私も同

感であると、非常にこれから先は地方、社会保

障制度の体制づくりが求められるということを

しきりにおっしゃいました。いろいろですね、

財政事情も厳しい折かというふうに思います

が、非正規職員の割合が非常にふえているとい

う指摘もございますので、ぜひとも、ここのと

ころはですね、良質な間違いのない行政サービ

スを提供する上ではですね、最低限必要なスタ

ッフの配置だとか、専門性のある職員だとか、

エキスパートの育成というのは、不可欠だとい

うふうに思いますので、この点については、総

務部ともしっかりですね、健康福祉部さん、御

議論を積み重ねていただければなというふうに

思います。できること、できないことはあるか
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と思いますけれども、そういった部分について

は、非常に客観性を持って一緒に考えていきた

いというふうに思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、御意見

ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３０号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第８号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０３号・平成２６年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第２号 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１０３

号・平成２６年度八代市介護保険特別会計補正

予算・第２号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１０３号・平成２

６年度八代市介護保険特別会計補正予算・第２

号につきまして、長寿支援課の小林課長より説

明させますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） 小林長寿支援課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）長寿支援課の小林でございます。そ

れでは、座りまして説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○長寿支援課長（小林眞二君） それでは、議

案１０３号・平成２６年度八代市介護保険特別

会計補正予算・第２号についての説明でござい

ます。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ４２７１万１０

００円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ

１３６億１１４１万円といたしております。 

 補正予算の内容ですが、歳出のほうから説明

させていただきます。６ページをお開きくださ

い。 

 まず、第１款・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費におきまして、１５４万３０

００円を計上いたしております。これは、平成

２７年度からの介護保険制度改正に伴いまし

て、介護保険料の所得段階の変更などに対応す

るため、現在、本市で使用しております介護保

険システムの改修を行うための経費でございま

す。財源としましては、システム改修に対する

国庫補助金７７万１０００円と一般会計から事

務費分の繰入金７７万２０００円を予定いたし

ております。 

 次に、第５款・諸支出金、項１・償還金及び

還付加算金、目１・償還金及び還付加算金にお

きましては、４１１６万８０００円を計上いた

しております。これは、平成２５年度の介護給

付費負担金の実績確定に伴い、超過交付分を返

還するもので、国への返還が２４０８万５００

０円、県への返還が１７０８万３０００円でご

ざいます。財源といたしましては、全額前年度

からの繰越金を予定しております。 

 続きまして、歳入につきましては、戻ってい

ただきまして、５ページをごらんください。 

 まず、第４款の国庫支出金、項２・国庫補助
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金、目４・介護保険特別補助金の７７万１００

０円は、歳出で御説明いたしましたシステム改

修に伴う費用の２分の１の補助金でございま

す。 

 次の第７款・繰入金、項１・一般会計繰入

金、目１・一般会計繰入金の７７万２０００円

は、こちらも歳出で説明しましたシステム改修

に伴う市の負担分で、事務費分としての繰入金

でございます。 

 次の第８款・繰越金、項１・繰越金、目１・

繰越金の４１１６万８０００円は、歳出で説明

いたしました国・県への返還金の財源として計

上したものでございます。 

 以上が補正予算の内容でございます。御審議

の上、よろしくお願いします。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 質疑ないようでござ

いますので、以上で質疑を終了します。意見が

ありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０３号・平成２６年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第２号については、原案

のとおりに決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１３１号・平成２６年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第２号 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１３１

号・平成２６年度八代市国民健康保険特別会計

補正予算・第２号を議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。引き続き、議案第１３１号・平成２６

年度八代市国民健康保険特別会計補正予算・第

２号につきまして、国保ねんきん課の中村課長

より説明させますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）国保ねんきん課の中村です。よ

ろしくお願いします。座って説明させていただ

きます。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） それで

は、お手元にございます議案第１３１号・平成

２６年度八代市国民健康保険特別会計補正予算

について御説明いたします。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正といたしまして、第１条

のとおり、歳出、――歳入歳出予算の総額に、

歳入歳出それぞれ８８０万５０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

８２億８３９４万４０００円とするものでござ

います。 

 内容につきましては、６ページをお願いいた

します。まず、歳出のほうから御説明をいたし

ます。 

 第１款・総務費、項１・総務管理費、目１・

一般管理費において、補正額８８０万５０００

円の追加をお願いしております。今回の補正

は、人事院勧告に基づく給与改定と対象職員１

９名のうち７名の人事異動に伴うものでござい



 

－15－ 

ます。 

 次に、上段の２、歳入でございます。 

 款、――第９款・繰入金、項１・一般会計繰

入金、目１・一般会計繰入金の補正額８８０万

５０００円は、今回の補正財源とするものでご

ざいます。 

 以上、議案第１３１号・平成２６年度八代市

国民健康保険特別会計補正予算・第２号の説明

を終わります。御審議のほど、よろしくお願い

します。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、以

上で質疑を終了します。意見がありましたら、

お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 意見もないようでご

ざいますので、なければ、これより採決いたし

ます。 

 議案第１３１号・平成２６年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第２号については、

原案のとおりに決するに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１３２号・平成２６年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第３号 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１３２

号・平成２６年度八代市介護保険特別会計補正

予算・第３号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１３２号・平成２

６年度八代市介護保険特別会計補正予算・第３

号につきまして、小林課長より説明させます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。引き続

きまして、説明申し上げます。 

 議案第１３２号・八代市介護保険特別会計補

正予算・第３号です。補正予算書の１ページを

お開きください。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ１１０万円を追

加し、歳入歳出総額、――予算総額をそれぞれ

１３６億１２５１万円といたしております。 

 補正予算の内容ですけれども、５ページのほ

うをお開きください。 

 ５ページの下の段になりますが、３の歳出

で、第１款・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費におきまして、１１０万円の増

額補正を計上いたしております。これは、先ほ

ど一般会計並びに国民健康保険特別会計で説明

がありましたものと同様で、給与改定と人事異

動、育児休業などの影響によるものでございま

す。給料で２６万９０００円の減額、職員手当

で４２万５０００円の増額、共済費で９４万４

０００円の増額となっております。 

 財源といたしましては、上の段の２の歳入に

ありますように、一般会計からの繰入金１１０

万円でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。質疑なけれ

ば、以上で質疑を終了します。意見がありまし
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たら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 意見がなければ、こ

れより採決いたします。 

 議案第１３２号・平成２６年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第３号については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０６号・指定管理者の指定について

（八代市坂本地域福祉センター、八代市千丁地

域福祉保健センター、八代市鏡地域福祉センタ

ー、八代市鏡老人デイ・サービスセンター、八

代市東陽地域福祉保健センター、八代市泉地域

福祉センター、八代市泉憩いの家、八代市五家

荘デイサービスセンター、八代市柿迫生きがい

センター） 

○委員長（中村和美君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 議案第１０６号・八代市坂本地域福祉センタ

ー、八代市千丁地域福祉保健センター、八代市

鏡地域福祉センター、八代市鏡老人デイ・サー

ビスセンター、八代市東陽地域福祉保健センタ

ー、八代市泉地域福祉センター、八代市泉憩い

の家、八代市五家荘デイサービスセンター、八

代市柿迫生きがいセンターにかかわる指定管理

者の指定についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。引き続きまして、事件議案第１０６

号・指定管理者の指定につきまして、健康福祉

政策課の硴塚課長より説明させますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。健康福祉政策課の硴塚です。よ

ろしくお願いいたします。座りまして説明させ

ていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） １２月定例会議案の１２ページになり

ますが、議題１０６号……（｢議案」と呼ぶ者

あり）議案第１０６号・指定管理者の指定につ

いて御説明申し上げます。 

 提案理由でございますが、記載されておりま

すように、本市が設置します公の施設の指定管

理者を指定するには、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により議会の議決を経る、――

経る必要があるためでございます。 

 内容を御説明申し上げます。１、公の施設の

名称でございますが、資料をお届けしておると

思いますけれども、２枚目のほうに施設の概要

をつけておりますが、まず、２枚物の資料をお

配りしてると思いますが、施設の一覧のような

もの……。（｢ございますか」「はい」と呼ぶ

者あり） 

 まず、八代市坂本地域福祉センター、八代市

千丁地域福祉保健センター、八代市鏡地域福祉

センター、八代市鏡老人デイ・サービスセンタ

ー、八代市東陽地域福祉保健センター、八代市

泉地域福祉センター、八代市泉憩いの家、八代

市五家荘デイサービスセンター、八代市柿迫生

きがいセンターの９施設でございます。 

 議案書の１２ページに戻りますが、指定管理

者となります団体の名称は、社会福祉法人八代

市社会福祉協議会でございます。指定管理者と
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なります団体の所在は、八代市本町一丁目９番

１４号です。指定の期間は、平成２７年４月１

日から平成３０年３月３１日までの３年間でご

ざいます。 

 これまでの経緯等でございますが、まず、９

月１７日の文教福祉委員会の所管事務調査にお

いて、今回の指定管理の概要について説明をさ

せていただいております。今回の指定管理につ

きましては、９施設について一括して社会福祉

協議会を非公募により選定いたしました。７名

の委員による指定管理者候補者選定委員会を１

１月１２日水曜日に開催し、２００点満点中、

委員７名の平均点が１６８点でありまして、選

定基準である配点合計の６割以上でございまし

たので、候補者として選定いたしたものでござ

います。 

 なお、本件に関連し、１２月補正予算におき

まして、２７年度から２９年度にかけて１億６

８２万７０００円の限度額で債務負担行為の追

加補正をお願いしております。 

 以上でございます。御審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今回の指定管理

が３年間ということでございますけれども、

今、最長５年というふうな状況がございますけ

れども、３年にした理由は何なのか、そのとこ

ろをお聞かせください。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

部、――政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。前回９月の文教福祉委員会でも

御説明申し上げましたけれども、平成２９年度

末までにですね、介護保険制度の改正というの

がございまして、訪問介護と通所介護の介護予

防給付、要するに、要支援認定者ですけれど

も、――の給付が法定給付から市町村事業――

介護保険制度の中の地域支援事業というのがあ

りまして、そういう市町村が実施する、――に

移行されるというのが決まっておりまして、３

年後、どのようなその状況になるのかっちゅう

のを、まあ、不透明なところございますので、

現時点では、一応、その３年間でまた更新とい

う、――状況見てまた更新というのがいいので

はないかというところで３年間を設定したとこ

ろでございます。（委員堀口晃君「はい。わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） 堀口委員。いいです

か。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（橋本隆一君） 済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 済みません。点数が、

先ほど２００点満点の百六十何点で、約８０点

ぐらいかなというところですが、あとの２０点

のところは課題というふうに思うんですけれど

も、そういった方に対して１００点満点ちゅう

のは、確かにですね、何の事業もそれはなかな

か難しいので、そのちょっと課題となった点、

具体的なところはあれなんですけれども、そう

いったところに対しての、社協に対してという

ことよりも、何かこう、支援できるものが市と

してあるのか、あるいは、指導できるものがあ

るのか、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 
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○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） ただいまの御質問は、１６８点という

８割、――約８割を超えた点数の評価の（委員

橋本隆一君「評価の」と呼ぶ）内容と言います

か。（委員橋本隆一君「内容……。その２００

点満点のうちの、２００点満点って多分ないと

思うんですけれども、幾つか課題が見えてきた

と思うんですよね。ちょっとここら辺がちょっ

といまいちかなっちゅうところで。そういった

ところに対して、何か支援とか、指導とか、あ

るのかなと思って」と呼ぶ） 

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。審査基準というのが、――審査

表というのがございまして、審査項目が、――

選定項目がございますが、例えば、いろんな施

設ございますので、公平なサービスが提供でき

るのかとか、あるいは、その事業計画上、大丈

夫であるかとか、あるいは、財政的な基盤が大

丈夫であるかとか、そういう項目が幾つかござ

いまして、当然、その平均点ですので、あると

ころでは１３０点ぐらいのところもあれば、か

なり満点に近い点数をつけられた委員さんもご

ざいまして、特にどの点がどういうふうになっ

てるかっていうのをちょっとそこまで細かく見

ておりませんので、平均点で引き出しておりま

すもんですから。 

 ただ、社会福祉協議会ですので、本来、地域

福祉を主として行うところでございますので、

地域に根差しておりますので、実態としては、

市としても、何と言いますか、一体となってこ

れを管理を進めていくっていうのは可能である

のではないかというふうには思っております。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） 橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい。済みません。理

解できました。ありがとうございました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。先日の経済企業

委員会の中で、こういった指定管理者の選考の

ですね、何て言うかな、評価票みたいなのがあ

ったんですよね。それと全く同じような仕組み

でこちらのほうもされてるんですかね。指定管

理者のですね。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。この地域福祉センターに関する

審査表の項目については、こちらのほうでつく

っておりますので、その経済企業委員会でされ

たほかの指定管理のですね、審査項目と同じか

どうかというのは、ちょっと私たちのほうで

は、見比べていないと言いますか。福祉センタ

ーという観点からのですね、地域福祉のセンタ

ーちゅう観点からの選定項目をつくっておりま

すので、商業施設とは若干違うのではないかと

いう気はいたしますが、正確に見比べてるとい

うことではありませんので。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。いや、その全く

同じ観点からですね、評価できると私も思って

ません。ただ、その経済企業委員会の中で指定

管理を行うに当たってされたのは、各その応募

された事業者に対する評価っていうのが一覧で

来たんですね。今回は、たまたま何……。複数

のその事業体が応募してるというわけじゃない

んですけれども、その評価が正しかったかどう

かっていうのは、その評価票を見ることによっ
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て、客観的に我々も評価できたんですよね。そ

ういった指定管理に至るまでの採点表の評価っ

ていうのをですね、ぜひ、資料として、我々も

ですね、どのような観点から評価をされて、選

考に至ったのかっていうプロセスをですね、

我々委員としても知りたいところでありますの

で。公表できるもんであればですね。経済企業

委員会は、その結果は公表されているという報

告がありましたが、どうでしょう、委員長。委

員長、資料をですね。 

○委員長（中村和美君） 資料提出。要望です

か。 

○委員（堀 徹男君） はい。今後とも、指定

管理の分に関しては、たくさん出てきてますの

で、もし、可能ならば、公表できるものであれ

ばですね。 

○委員長（中村和美君） それでは、今、堀委

員の要望ありましたけど、資料要求が出ました

が、皆様いかがいたしましょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、資料を要

求いたしたいと思いますが、いかがでしょう

か。上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。後ほど、準備いたします。 

○委員長（中村和美君） はい。じゃあ、よろ

しくお願い申し上げます。 

 はい。ほか、質疑ありませんか。 

 硴塚健康福祉政策課長、よかですか。わかり

ましたか。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい。じゃあ、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

 次に、質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、意見があ

りましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０６号・八代市坂本地域福祉センタ

ー、八代市千丁地域福祉保健センター、八代市

鏡町、――鏡地域福祉センター、八代市鏡老人

デイ・サービスセンター、八代市東陽地域福祉

保健センター、八代市泉地域福祉センター、八

代市泉憩いの家、八代市五家荘デイサービスセ

ンター、八代市柿迫生きがいセンターにかかわ

る指定管理者の指定については、可決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は可決されました。（｢ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

 はい。執行部入れかえのために、小会いたし

ます。 

（午前１１時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０５分 本会） 

◎議案第１０７号・指定管理者の指定について

（八代市立図書館） 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１０７

号・八代市立図書館に係る指定管理者の指定に

ついてを議題とし、説明を求めます。 

○教育部長（北岡 博君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） 北岡教育部長。 

○教育部長（北岡 博君） はい。お世話にな

ります。議案第１０７号・指定管理者の指定に

ついて、八代市立図書館、濵田館長が説明をい

たしますので、よろしくお願いいたします。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。図書館の

濵田でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。着座にて説明をさせていただきます。 
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○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○図書館館長（濵田大祐君） 議案第１０７

号・指定管理者の指定について、図書館につい

て御説明を申し上げます。 

 まず、提案理由でございますが、本市が設置

する公の施設の指定管理者を指定するには、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決を経る必要があるためでございます。 

 その内容でございますが、まず、１、公の施

設の名称は、八代市立図書館でございます。こ

れは、本館、千丁分館、鏡分館の３つを含むも

のでございます。 

 ２、指定管理者となる団体の名称は、ＴＲＣ

グループ共同企業体でございます。構成企業

は、株式会社図書館流通センターと九州綜合サ

ービス株式会社の２社でございます。出資割合

は、８割と２割となっております。図書館流通

センターが主に運営面を担当しまして、九州綜

合サービスが施設管理面を担当することになっ

ております。株式会社図書館流通センターは、

本社が東京都文京区にありまして、九州支社を

福岡市に、さらには、熊本営業所を熊本市に持

っております。主な業務内容は、公共図書館を

中心とした図書の販売と図書館業務の受託事業

を行っております。現在、公共図書館の指定管

理の受託数は２２０となっております。一方、

九州綜合サービス株式会社は、本社が熊本市中

央区大江６丁目にありまして、主な業務としま

しては、清掃業務、給排水の清掃・点検業務、

人材派遣業務や病院給食提携業務を、――提供

業務を行っております。また、本市の指定管理

も行っておりまして、八代よかとこ物産館、松

中信彦スポーツミュージアム、ばんぺい湯、日

奈久ゆめ倉庫等を受託いたしております。 

 ３、指定管理者となる団体の所在でございま

すが、東京都文京区大塚三丁目１番１号でござ

います。これは、ＴＲＣの本社ということにな

っております。 

 ４、指定の期間は、平成２７年４月１日から

平成３２年３月３１日までの５年間の指定管理

をお願いしたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、それでは、は

い、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。簡単なことなん

ですけど、ＴＲＣグループってどんな会社です

か。そういったそのグループの共同企業体って

いう部分があるんだけれども、その１枚のペー

パーか何かね、やっぱり示して、どういうとこ

ろなのかわからないと、私たちは、ここに本当

にその指定管理をしていいのかどうかわからな

い。確かに、そちらのほうで選定委員会の中で

決めたんだろうけれども、私たちの中において

は、ＴＲＣグループがどんな団体で、今までど

んな実績があって、そういったものがやっぱり

資料としてね、最初にね、出しとくべきじゃな

いかなと思うんですよね。その辺いかがです

か。（｢その通り」と呼ぶ者あり） 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。今、御指

摘の資料につきましては、コピーをいたします

ので、配付させていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 今から、早速、じゃ

あ、コピーしてきてください。 

 ほかに何か。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 関連なんですけども、
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館長、部長もそうですけども、こういった初め

てやるわけですんで、その会社の内容であった

りとか、今までの実績であったりとか、で、今

後、どういうふうな形に変わっていくのか、指

定管理者になったときに、既存、――時間帯は

変わるという状況と日数も変わってくるという

状況は、その辺はわかりますけども。あと、市

民サービスは、向上するために、どういうふう

にやっていくのかっていうところを明確に書い

ておかないと、なかなか私たちには理解できな

いですよね。 

 そして、１億３０００万ぐらいですよね、年

間に。で、５年で６億４８００万ですか。そう

いうふうな形に、５年間で６億もね、お渡しす

るわけですから、それを決めるわけですよ。そ

のときね、ある程度詳細をね、私たちにもちゃ

んとした形で示していただかないと、わからな

いという部分ございますんで、これはね、さっ

きの指定管理のやつもありましたけども、もう

少し詳細をね、出しておかなければならぬって

いうことを頭にこれから入れとってください。 

○委員長（中村和美君） はい。要望ですね。 

 はい。ほか。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（中村和美君） 百田委員。 

○委員（百田 隆君） はい。説明にありまし

たように、これは大手の指定、――業者という

説明があっとります。そのあたり、大変こう、

いろいろと熟知、経験も豊富だと思いますが、

もしですね、トラブった場合、執行部との連絡

とか、そういうのは構築されておりますか。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。指定管理

者制度を導入しました後は、図書館担当課を生

涯学習課と予定いたしております。そういった

トラブル等、協議事項がございましたら、生涯

学習課と密に連携を図って、協議を行って、解

決に当たってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。百

田委員、よろしいですか。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員（西濵和博君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。指定管理者、可

決されてから決定した先のことになるかと思う

んですけども、従業員の皆さんの総数が全体

で、全部の施設で何人ぐらいになるかの見込み

数とそのうち地元採用はどれくらいになるの

か。人数でも、割合でもよろしいんですけれど

も、お聞きしたいというのが１点と。 

 もう一つは、新しいスタッフでスタートする

わけですけれども、やはり司書さんとか、専門

性だとか、経験だとか、あられる方が引き続き

従事していただくというのも非常に優位かなと

思いますものですから、その点の何がしか配慮

なり、対応策は御検討なさっていらっしゃるの

か、その２点お願いいたします。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。従業員数

ということでございますが、まず、１点目の人

数でございますが、現在、ＴＲＣグループでで

すね、内容は検討いたしておりますが、正式決

定後にですね、求人等は行いますので、確定数

ではございませんが、大体、２５名程度ぐらい

になるのではないかと私どもは推測していると

ころでございます。 

 また、現在のスタッフ、――窓口業務はＴＲ

Ｃに委託しておりますが、そういったスタッフ

の方々が引き続き従事されるかどうかにつきま

しては、基本的には、そういうような方向でで
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すね、現在調整を進めていると聞いておりま

す。 

 また、地元雇用につきましては、これ、私ど

もが指定管理の仕様書を作成する際に、地元雇

用につきましての御提案も求めておりまして、

ＴＲＣグループからの提案がありました内容に

つきましては、地元の方をですね、優先して採

用するというような提案をいただいておりま

す。 

 以上でございます。（委員西濵和博君「は

い。現時点では結構です。ありがとうございま

した」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、資

料の配付をしてください。 

（資料配付） 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、た

だいま資料の配付が終わりましたので、質疑ご

ざいませんですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。資料ありがとう

ございます。できれば、本当に堀口委員がおっ

しゃるようにですね、こういう資料、先に、先

もって出していただいておきたかったなあとい

うふうに思ってますけど。 

 この中で、さっきも言いましたけど、選考に

至るですね、基準の採点表みたいなのがあると

思うんですね。ああ、これか。選考資料。これ

は、応募は１者、１者だったのかな。（｢は

い。１者です」と呼ぶ者あり）１者。わかりま

した。これが先にあれば、わかったんですけ

ど。これ、ちょっと見さしてもらいます。 

 で、もう１点。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。堀委

員。 

○委員（堀 徹男君） 図書館担当課、生涯学

習課に移されるっていうお話でしたけれども、

それはもう新たに人員を加配って言うか、異動

させてのことですか。それとも、そのまま担当

だけを譲る。 

○教育部長（北岡 博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、北岡教育部

長。 

○教育部長（北岡 博君） はい。この指定管

理に向けましてですね、今、人事当局にお願い

しておりますのは、担当となる生涯学習課のほ

うに図書館の業務等に精通している職員の中か

ら１名を増員はしてほしいということでお願い

を、今、している段階でございます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。専門性が高いお

仕事だと思いますので、ぜひですね、その方向

で、はい、進んでいただければと思います。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

○委員（村川清則君） ちょっといいかな。 

○委員長（中村和美君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） これ、プレゼンとか、

そんなんで、提案価格は若干２０００万ぐらい

安くなってるんですか。何か、ネットで見た

ら、もうちょっと高かったから。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） 濵田図書館館長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。ＴＲＣグ

ループからの提案価格は、御指摘にように、５

年間で約２０００万程度安く提案されてありま

すが、これはもう、向こうの提案でございます

ので、その金額を受け入れたところでございま

す。 

 以上でございます。（委員村川清則君「は

い」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） いいですか。はい。 

 ほか、ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） この１億、――約１億
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３０００万の中にはですね、図書の購入費とか

なんかも全部入っておる話なんですかね。その

内訳。大体、１億３０００万の割合って言うの

か、そういったものをちょっと教えていただき

たいんですけれど。どの程度なのかって言う。

詳細にはいいですけれども、大体、ざっくりし

た感じで言っていただければありがたいなと。 

○委員長（中村和美君） いいですか。どっち

ですか。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。大きく分

別、――区分いたしまして、人件費が６０００

万円、それから、施設管理費が６０００万円、

それから、管理費等が残りの金額というような

ところで区分いたしております。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） 済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。６０００万円が

人件費で、６０００万円が設備費。（図書館館

長濵田大祐君「施設管理費です」と呼ぶ）施設

管理費。 

 じゃあ、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 施設管理費の中に、そ

の図書の購入とかっていうのが入ってるんです

かね。施設管理費の中に入ってるんですかね。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。そのとお

りでございます。 

 ちなみに、図書館、――図書購入費は約２４

００万円程度でございまして、この金額はです

ね、必ずキープしていただくと言いますか、必

ず購入していただくという規定にいたしており

ます。 

 以上でございます。（委員堀口晃君「はい、

わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、百田委員。 

○委員（百田 隆君） はい。堀口議員の続き

ですけど、そしたら、年度年度のチェックはさ

れますとですかね。どれだけ買ったとか、何と

か。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。指定管理

導入後は、翌年度にモニタリングというのを行

うようにいたしておりまして、その会計面、そ

れから、運営面をチェックさせていただく予定

でございます。 

 以上でございます。（委員百田隆君「はい、

わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 今度のですね、その指

定管理者を行うわけで、今の来館者数がござい

ますよね。この来館者数よりも減るという状況

はあり得ない話ですと私は思ってるんですよ。

大体、目標値において、何パーセント伸ばして

いくであったりとか、魅力あるやつがどうゆう

ふうにすればいいいのかっていう、そういった

ものがあって、よりよい親しまれるね、図書館

にたくさんの方が来ていただくような仕掛けづ

くりがあるんだろうと思うんです。それの目標

値があれば、ちょっと教えていただきたいんで

すけど。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 
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○委員長（中村和美君） はい、濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。来館者

数、それから、貸し出し冊数等につきまして

は、八代市総合計画の実施計画におきまして目

標値を定めておりますが、今後、５年間の目標

値としましては、約３％増、――各年度３％増

の目標を定めて、その目標に向かって努力して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） はい。よろしいです

か。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（中村和美君） ほか、ございません

か。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） このＴＲＣグループ、

全国で２２０カ所ですか、やってらっしゃる。

で、もうかなりの期間、何年も前からやってら

っしゃるんだろうと思うんですが、調べてなけ

ればいいんですけれども、指定管理に移行した

ときのこの市民の反応とか、そういう何かリア

クションみたいなのがどうなのかなという。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） いいですか。濵田図

書館館長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。ＴＲＣの

実績としましては、２２０ほど、数十年にわた

ってあるわけでございますが、地域住民の皆様

方の御反応と言いますのは、ＴＲＣもよりよい

サービスをですね、付加して提供いたしており

ますので、逆に、サービスが悪くなったという

ような悪い評判はございませんで、それ以外の

サービスは同程度以上になったというような評

価は聞いているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほか、ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 最後、いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 今回、図書館の指定管

理者導入に当たって外された部分ありましたよ

ね。図書館の分室の部分。それは、前回説明の

ときに、今後、検討するというお話でしたけ

ど、今の現状でどうなってますか。 

○図書館館長（濵田大祐君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、濵田図書館館

長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。分室につ

きましては、高田分室、それから、太田郷分室

の２分室ございますが、この分室につきまして

は、現状のサービスを維持していくという考え

方でございます。年に１回、本館の図書を分室

の図書約１０００冊ございますが、入れかえを

行いまして、その新たな図書を地域の皆様方に

は読んでいただくというようなサービス、それ

から、本館・分館でお借りになった図書を分室

で返却していただくというサービスもことしの

４月から始めておりますが、そういったサービ

スも継続していくというような状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。わかりました。 

 今の言ったようなものをですね、市民の皆様

にもわかりやすい形で周知していただくような

努力をお願いできますか。（図書館館長濵田大

祐君「はい」と呼ぶ） 

 それと、もう１点、今の、何ですか、その分

室の管理も公民、――生涯学習課に移動される

予定である図書館の担当課の方が、一応、目は
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届くことになるということでよろしいでしょう

か。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。 

○委員長（中村和美君） 濵田、はい、図書館

館長。 

○図書館館長（濵田大祐君） はい。そのとお

りでございます。よろしくお願いいたします。

（委員堀徹男君「はい、わかりました」と呼

ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほか、ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

申し上げます。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０７号・八代市立図書館にかかわる

指定管理者の指定については、可決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 はい、執行部入れかえのために小会します。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午前１１時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２４分 本会） 

◎議案第１１５号・財産の無償譲渡について 

○委員長（中村和美君） それでは本会に戻し

ます。 

 次に、議案第１１５号・財産の無償譲渡につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１１５号・財産の

無償譲渡につきまして、こども未来課の白川課

長より説明させますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、白川こども未

来課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）こども未来課の白川でご

ざいます。よろしくお願いします。座って説明

させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○こども未来課長（白川健次君） 議案第１１

５号・財産の無償譲渡について御説明をいたし

ます。議案書は２３ページからになります。 

 平成２７年度からの八代市立北新地保育園の

民営化に伴いまして、保育所の建物を社会福祉

法人千秋福祉会へ無償譲渡するものでございま

す。 

 提案の理由でございますが、財産を無償譲渡

するためには、地方自治法第９６条第１項第６

号の規定により議会の議決を経る必要があると

いうものでございます。 

 お配りしておりますこちらですね。北新地保

育園の民営化スケジュールについてという資料

をごらんください。９月の文教福祉委員会で

は、選定された団体が９月１１日付で社会福祉

法人の認可申請をされたところまで実施した旨

を御説明いたしました。その後の経過といたし

まして、１０月１４日付で団体の法人、――団

体が法人の認可を受けておられます。また、法

人と保護者、市によります第２回の３者協議会

を１１月１９日に開催いたしまして、延長保育

や放課後児童クラブ等の実施に関する協議も円

滑に進んでおりますことから、民間移管の条件

がおおむね整ったと考え、今回、財産の無償譲



 

－26－ 

渡について提案をさせていただいたものでござ

います。 

 譲渡日は、民営化の期日であります平成２７

年４月１日といたしております。 

 なお、議決をいただきました後には、土地の

売買と建物の無償譲渡に関する本契約の締結や

国や県への必要な手続を行いますとともに、円

滑な移管のため、来年１月から３カ月間、共同

保育を行い、引き継ぎを確実に実施してまいり

ます。 

 そして、民営化後の保育園を開園した後も、

移管に当たっての条件等が守られているかを巡

回し、指導・助言していくということとしてお

ります。 

 なお、このことにつきましては、後ほど、議

案第１２６号の八代市立保育園の設置及び管理

に関する条例の一部改正についてでも御審議を

お願いすることとしております。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。財産の無償譲渡

ということで、契約されるということになると

思います。で、先日、本来ならちょっと委員会

で聞きたかったんですけれども、どっか、売却

された老人ホームの、――何だっけ、解体と何

とかっていうのを１０年の契約期間を待たずに

ですね、されるっていう何かちょっと、御相談

ありまして、ちょっといささか疑問には思って

るんですけれども。買うときとかですね、渡さ

れるときって、十分のその施設が今後の使用に

耐え得るものかどうかっていうのをですね、受

け取る側もしっかりチェック、渡す側もちゃん

と説明してっていう過程が必要だと思うんです

けど、今回はですね、私も北新地保育園、実

際、行ってみましたけど、結構、雨漏りとかし

てる古い建物で、柱には雨形とかいっぱい残っ

てましてね、結構、古いなっていうふうにあっ

て。渡された後に、やあ、１年もたたないうち

にね、次の梅雨に雨がじゃんじゃん漏ってしよ

うがないですよっていうようなクレームが来た

ときに、その辺の契約の、何て言うんですか

ね、どこまでしっかり内容をわかっていただい

てできてるのかなっていうのがですね、ちょっ

と心配になったもんですから。そこら辺の契約

内容のですね、ちょっと確認をさせていただき

たいなと思うんですけど。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、白川こども未

来課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。無償

譲渡についてですね、本１２月議会に提案する

に当たりまして、双方で合意しておく必要があ

るということで、現在、仮契約という状態で結

ばせていただいております。（委員堀徹男君

「はい」と呼ぶ）その内容につきましては、１

０年間はですね、まず、市の承諾なしでは売却

等はできないと。また、その使用目的は保育園

に限るというような形をとっておるところでご

ざいます。 

 ただ、今、議員からございました譲渡後の施

設の維持管理につきましては、基本的には、法

人さんにしていただくというような内容での契

約としているところでございます。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。じゃあ、もう譲

渡した後は、もう雨漏りしようと何だろうと、

渡したほうが責任を持って取り組むということ

で確認させていただいていいですか。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、白川こども未
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来課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。基本

的には、譲渡後は、法人のほうの維持管理とい

うことになりますが、例えば、その雨漏り等

で、屋根全体の大規模の修繕が必要だったりと

かいう場合には、県のですね、安心こども基金

の補助金の対象になりました場合には、市のほ

うも一部補助という形で負担をするということ

はございます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほか、ございません

か。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。この後にです

ね、土地の売買っていう部分が、この条例が決

まったらですね、――議案が決定したならば、

その土地の売買については、まるっきりもう売

買するということで、今、進んでいるんだろう

と思いますけども、予定価格なんかはもうある

程度決まってるんですか。 

○委員長（中村和美君） はい、どっちです

か。（委員堀口晃君「言えるのか、言えないの

か」と呼ぶ）はっきり……。（発言する者あ

り）部長行きますか。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、白川こども未

来課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。土地

につきましてはですね、公募の際に、鑑定評価

を行っております。その鑑定価格というのが１

９６０万円ということでございましたので、そ

の価格を最低価格ということで提案を求めまし

た。その結果、今回の移管先法人が提案された

金額で有償譲渡させていただくということにし

ております。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい、わかりました。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、以

上で質疑を終了いたします。意見がありました

ら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１５号・財産の無償譲渡について

は、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は可決されました。（｢ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１２３号・八代市地域包括支援センタ

ーの包括的支援事業の実施に係る基準を定める

条例の制定について 

○委員長（中村和美君） はい、次に、条例議

案の審査に入ります。 

 議案第１２３号・八代市地域包括支援センタ

ーの包括的支援事業の実施に係る基準を定める

条例の制定についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。大変お疲れのところでございますが、

引き続きまして、議案第１２３号・八代市地域

包括支援センターの包括的支援事業の実施に係

る基準を定める条例の制定につきまして、長寿

支援課の小林課長より説明させます。 
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 以後、関連の議案がございますので、続きま

して、引き続き、小林課長のほうから説明させ

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。長寿支

援課、小林でございます。よろしくお願いしま

す。それでは、座らせていただきます。 

 議案第１２３号・八代市地域包括支援センタ

ーの包括的支援事業の実施に係る基準を定める

条例の制定についてでございます。議案のほう

は４９ページからになっておりますけれども、

説明のほうは配付しておりますこちらの資料に

基づいてですね、説明をしたいと思います。 

 まず、資料の１ページからになります。 

 まず、１の制定の趣旨ですが、いわゆる、第

３次地方分権一括法に基づく介護保険法の改正

に伴いまして、これまで厚生労働省令で定めて

きた地域包括支援センターの包括的支援事業実

施における基準を条例で定めるものでございま

す。 

 この包括的支援事業とは、高齢者が住みなれ

た地域で尊厳ある生活を継続していけるよう支

援していくために、現在、市内６カ所にありま

す地域包括支援センターが行っております介護

予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事

業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援事業のことを指します。 

 次に、大きな２の制定の概要ですけれども、

①の条例の内容ですが、この条例は、地域包括

支援センターの職員に係る基準及び当該職員の

員数、その他必要事項を定めるものでございま

して、条例の構成は、資料にございますとお

り、全５条からなっております。 

 ②の条例で定める際の基準の区分ですが、基

準の区分としまして、条例の内容を直接拘束

し、必ず適合しなければならない従うべき基準

や地域の実情に応じて異なる内容を定めること

ができる参酌すべき基準などがあります。 

 今回制定いたします条例では、まず、表の上

段にあります条例の第４条に当たる職員に係る

基準及び当該職員の員数ですが、基準の区分と

しては、従うべき基準となっておりますので、

右の市の考え方としましては、厚生労働省令の

基準どおりといたしております。 

 また、下段の条例第３条に当たります基本方

針等につきましては、参酌すべき基準とされて

おりますが、本市としましては、特別な基準を

設ける事情がございませんので、こちらも厚生

労働省の基準どおりとして定めるものでござい

ます。 

 最後に、３の施行日ですが、条例施行日は、

２７年４月１日となっております。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（西濵和博君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。今の御説明、理

解しました。 

 で、後段にありました市の基準の考え方とい

うことで、厚労省の令を基準とされているとい

うような御説明だったんですけど、おそらくで

すね、ここに至るまでは、県内の他の自治体の

対応状況も情報収集なさっていらっしゃるとい

うふうに思うんですけれども、そこら辺の県内

の様子はいかがでしょうか。参考までにお聞か

せいただければと。考え方でも結構です。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） 済みません。

はい。こちらの基準にしましては、平成１８年

度から既に国の基準として設けられておりまし
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て、それに従いまして、全国的に包括支援セン

ターを設置をされております。で、今回の条例

制定におきまして、幾つかの市のですね、ほう

をお聞きしましたけれども、こちらについて

は、ほぼ厚生労働省基準どおりと定めると。こ

れを基本にしまして、これは最低基準でござい

ますので、その上乗せ分は市の判断ということ

になります。（委員西濵和博君「はい」と呼

ぶ） 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほか、ありません

か。 

○委員（橋本隆一君） はい、済みません。橋

本です。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい。ちょっと確認で

すけれども、包括支援センターの役割、取り組

みというのは非常に多様化しておりまして、ま

たその責務のほうもかなり大きくなって、多く

なっているということを理解しております。 

 現場の中の職員さんのいろいろお話とか聞か

せていただけ、――いただいてるんですけれど

も、大変、名前のとおり、包括ということで、

幅広く、これから先はうちはしないということ

が言えないということで、振られてくる内容が

非常に多岐にわたるものであるということ。そ

れで、そういったその業務の役割とかですね、

例えば、この前、部長が言われました地域包括

支援センターが認知症の対応、――認知症講座

ですかね、あれも、包括が、たしか、取り組ん

でおられたですよね。で、そういったところ

で、非常に多岐に及ぶものでありますので、そ

ういったところの仕事の役割とか、内容につい

て、長寿支援課あたりでのすり合わせとか、こ

こまではうちがせなんとですかとか、あるい

は、ここから先はそっちでとかいうそういう話

し合いちゅうのは、具体的なところで包括支援

センターさん、６カ所同士で話し合いとか、そ

こに市が入って話し合いという場は設けてある

んでしょうかというのが気になりますけど。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。確か

に、包括支援センターの業務というのは、大変

複雑でですね、多忙を極めてるわけでございま

すけれども、毎月センター長会議を開いており

まして、市と、――行政のほうとですね、業務

すり合わせ等は行っているところでございま

す。 

 また、今回の来年度から新しい契約となりま

すけれども、その際には、市の方針をですね、

示しまして、依頼をしたいというふうに思って

おります。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 理解しております。 

 ただ、現場の実際のそのワーカーさん等ので

すね、意見等もよく聞かれて、やっぱりいい仕

事ではあるんですけれども、実際の現場の職員

さんがやっぱり疲弊してしまって、疲れてしま

ってはですね、本来のあるべき姿の仕事ができ

ないかなと思いますので、それもちょっと御了

解いただいてですね、いい方向に進んでいただ

けるといいと思います。済みません。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、質疑あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

します。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２３号・八代市地域包括支援センタ
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ーの包括的支援事業の実施に係る基準を定める

条例の制定については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１２４号・八代市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の制定について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１２４

号・八代市指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の制定についてを議題とし、説明

を求めます。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。それで

は、引き続き、説明させていただきます。 

 議案第１２４号・八代市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の制定についてで

すけれども、こちらのほうも資料に基づいて説

明したいと思います。 

 資料は２ページのほうをお願いいたします。 

 まず、資料の大きいの１番、制定の趣旨です

が、こちらも先ほどと同様に、第３次地方分権

一括法に基づきまして介護保険法が改正された

ことに基づきまして、これまで厚生労働省令で

定めてきた介護予防支援事業所の指定基準を条

例で定めるものでございます。 

 介護予防支援事業とは、介護予防支援の知識

を有する保健師等が要支援者の介護予防サービ

ス計画を作成するとともに、この計画に基づく

サービスが提供されるよう、事業者等と連絡調

整を行うもので、地域包括支援センターが行う

ものでございます。 

 次に、２番目の制定の概要ですが、①の条例

の内容です。この条例は、介護予防支援に従事

する従事者に係る基準、事業の運営に関する基

準及び支援の方法に関する基準を定めるもので

ございます。条例の構成は、第１章から第６章

まで全３７条からなっております。 

 資料３ページをお願いいたします。 

 ②の条例で定める際の基準の区分ですが、先

ほどと同様に、基準の区分として、従うべき基

準や参酌すべき基準などがございます。表にあ

りますとおり、上段の従うべき基準では、全て

厚生労働省の基準どおりとしております。ま

た、下段の参酌すべき基準では、ほとんどの項

目において、厚生労働省の基準どおりとしてお

りますが、一部に市の独自基準を追加・変更い

たしております。 

 その内容ですが、下の表になります。 

 参酌すべき基準のうち、本市の独自基準とい

たしまして、表の上段ですけれども、１点目と

して、条例第４条及び第３２条に暴力団等排除

の規定を追加しております。内容としまして

は、八代市暴力団排除条例の趣旨に基づきまし

て、指定介護予防支援の事業から暴力団を排除

するための規定を設けております。 

 表の下段ですが、２点目として、条例第３１

条で記録の保存期間を延長いたしております。

内容としまして、記録の保存期間につきまして

は、省令で２年と定めてございますが、過払い

の場合における返還金請求権の時効が５年間で

ありますことから、返還請求権の時効期間内に

おいて必要となる記録が確実に保存されますよ

う、記録の保存期間を５年と定めるものでござ

います。 
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 最後に、施行日は、平成２７年４月１日とし

ております。 

 以上、説明といたします。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

 はい。なければ、以上で質疑を……。 

○委員（西濵和博君） １点だけよろしいです

か。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。最後の記録の保

存期間の延長のところなんですけれども、例え

ば、監査等を実施する場合、いわゆる、過年、

――過年度資料で監査しますですよね。で、そ

こで過払いが認定されたとしたときに、現時点

から資料が５年間しか残っていなかったとした

場合は、現時点から遡及が５年間という解釈が

当てはまるという理解でよろしいんですかね。

遡及期間の基準日というのは、その、――をお

尋ねしたいと思います。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。時効の

起算点の問題だと思うんですけれども、時効の

起算点は、その給付があったときから５年間と

いうことになりますので、監査の時期には関係

ないということになります。給付があったとき

から５年間を過ぎますと、時効になりますの

で、その間は記録を保存しておくというもので

ございます。（｢時効の考え方でしょう」と呼

ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 西濵副委員長。 

○委員（西濵和博君） 私も勉強してきます。

ありがとうございました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは質疑を終了

します。意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。ないようでご

ざいますので、これより採決いたします。 

 議案第１２４号・八代市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の制定について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２５号・八代市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１２５

号・八代市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。それで

は、引き続きまして、説明させていただきま

す。 

 説明は資料の４ページになります。 

 議案第１２５号・八代市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正についてでございま

す。 

 まず、大きな１番ですけれども、制定の趣旨
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ですが、これも第３次地方分権一括法に基づく

介護保険法の改正によるもので、これまで厚生

労働省令で定めておりました指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準を熊本県

の条例で定めることとなったことに伴いまし

て、条例を改正するものでございます。 

 ２の新旧対照表にありますが、下線部分につ

きまして、右側の現行では、厚生労働省の指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を参照しておりましたが、改正案では、熊

本県の条例に変更し、改正いたしております。 

 最後に、施行日は、２７年４月１日としてお

ります。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

します。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２５号・八代市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１２６号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） 次に、議案第１２６

号・八代市立保育園の設置及び管理に関する条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１２６号・八代市

立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改

正につきまして、こども未来課、白川課長より

説明させますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、白川こども未

来課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。こど

も未来課、白川でございます。よろしくお願い

いたします。座って説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○こども未来課長（白川健次君） 議案第１２

６号・八代市立保育園の設置及び管理に関する

条例の一部改正について御説明をいたします。 

 議案書は７１ページからになります。 

 先ほど、議案第１１５号の財産の無償譲渡に

ついてでも御説明いたしました北新地保育園の

民営化に伴う所要の改正を行うものでございま

す。 

 改正内容は、本市が設置しております保育園

１３園について記載しております別表から八代

市立北新地保育園を削るものでございます。 

 民営化の期日であります平成２７年４月１日

から施行することとしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。意見がありましたら、お願い

します。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２６号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのために、しばらく小会しま

す。 

（午前１１時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５１分 本会） 

◎議案第１４０号・八代市教育委員会の教育長

の給与等に関する条例の一部改正について 

○委員長（中村和美君） それでは、審議に戻

します。 

 次に、議案第１４０号・八代市教育委員会の

教育長の給与等に関する条例の一部改正につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○人事課長（中 勇二君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、人事課、中勇

二課長。 

○人事課長（中 勇二君） はい。こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）人事課の

中でございます。御審議方、よろしくお願いし

ます。着席の上、御説明申し上げてよろしいで

しょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○人事課長（中 勇二君） 議案書のほうは１

１ページ、１２ページでございますけども、お

手元に１枚物の説明資料を別途配付いたしてお

りますので、こちらを使って説明をさせていた

だきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○人事課長（中 勇二君） それでは、議案第

１４０号・八代市教育委員会の教育長の給与等

に関する条例の一部改正について御説明申し上

げます。 

 改正理由でございますが、平成２６年度の人

事院勧告に基づく特別職の国家公務員の給与改

定に準じまして、教育長の期末手当の支給割合

を改定するものでございます。 

 続いて、改正の概要でございます。教育長に

対します期末手当の年間支給割合を現行の２.

９５月から３.１月へと０.１５月分の引き上げ

を行うものでございます。 

 引き上げは、２６年度においては、この１２

月に支給する期末手当の分として行います。表

の平成２６年度の改定後、アンダーラインがか

かっているところでございます。そうします

と、６月と１２月の手当の差が大きくなります

ことから、これまでと同様のバランスにします

ために、２７年度にもう一度改正を行いまし

て、６月を１.４７５月、１２月を１.６２５月

といたします。それが表の平成２７年度の欄の

数字となります。 

 そのために、施行期日が２段階に設定されて

おります。この１２月の支給のための改正を公

布の日からとし、基準日である１２月１日から

適用いたします。また、２７年度の支給分に係

る改正につきましては、平成２７年４月１日か

らの施行となっております。 

 それでは、ここで議案書の１２ページをお願

いします。１２ページです。 

 改正条例では、第１条で、この１２月の支給

に関するものを規定いたしまして、第２条で平

成２７年度分の支給に関するものを規定いたし

ております。そして、附則の第１項で第１条の

施行日と第２条の施行日とを分けて規定し、第

２項で第１条の適用日を１２月１日からと規定

いたしております。 

 説明につきましては以上のとおりでございま

す。御審議方、よろしくお願いします。 
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○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 単純なことでお尋ねな

んですが、人事院勧告、――今回、平成２６年

度の人事院勧告に基づいて特別職の分というよ

うなお話でございましたけれども、これ、人事

院勧告の分については、必ずしもしなければな

らないっていうものがあるんですか。ちょっと

そこだけ聞かせてください。 

○人事課長（中 勇二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、中人事課長。 

○人事課長（中 勇二君） はい。人事院勧告

と言いますのは、そもそも、一般職の国家公務

員の労働権を守るためというところで行われて

いるものでありまして、政府におきましては、

その内容を尊重して実行することが求められる

と。 

 ただ、財政状況とかございますので、総合的

に判断した上で実行されるということになろう

かと思います。過去には、全面実施されなかっ

たこともございますけども、近年においては、

ほぼ勧告どおりに実施をなされております。

で、各自治体、市町村等におきましても、その

人事院勧告の内容に基づきましてですね、国

の、――国家公務員と同様の改定をこれまで行

ってきてるところでありまして、それにあわせ

て、特別職の国家公務員も改正され、市町村の

特別職あたりの改定も行われてきております。

ただ、それは当然、自治体においての判断とい

うのが加わった上でのことだと思います。 

 はい。以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。もう、今尋ねる

わけではございませんけれども、今回、その固

定資産税が、八代市においては１.５が１.６に

上がる。で、下水道料金も上がってくる。市民

税・県民税も来年の４月１日から上がるという

状況。これは、もうはっきり決まってません

が、介護保険もまた上がってくるという状況の

中において、市民の皆様に対してですね、その

税金の税額の負担額というのは非常に大きいよ

うな気がするんですね。 

 その中で、これ、一般職は、私ね、先ほども

もう通したんで、一般職はもうしようがないか

なと思うんですけれども、少なくともその特別

職――市長、副市長、で、またこの教育長の特

別職、これはもう議員も含むですね、について

は、やっぱり上げるべきではないなというよう

には思ってるもんですから、これについてはで

すね、僕はもう現行どおりのほうがいいなとは

思ってるっていうところです。答えは求めるも

のじゃありませんけども、私の気持ちを述べた

だけです。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、質

疑を終了します。意見はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 意見がなければ、こ

れより採決いたします。 

 議案第１４０号・八代市教育委員会の教育長

の給与等に関する条例の一部改正については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手多数と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１４２号・八代市国民健康保険条例の

一部改正について 
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○委員長（中村和美君） 次に、議案第１４２

号・八代市国民健康保険条例の一部改正につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１４２号・八代市

国民健康保険条例の一部改正につきまして、国

保ねんきん課、中村課長より説明させますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） よろしく

お願いします。座って説明させていただきま

す。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 議案第１

４２号・八代市国民健康保険条例の一部改正に

ついてでございますけれども、別冊になってお

ります議案書（その３）の２７、２８ページに

なります。議案書のほうは２７、２８ページで

す。 

 説明のほうは、お手元に配付してあると思い

ますけれども、右肩に議案第１４２号関係資料

に基づいて説明したいと思います。 

 まず、改正の理由でございますけれども、出

産育児一時金の見直しに係る健康保険法施行令

等の一部を改正する政令が平成２６年１１月１

４日に閣議決定され、１１月１９日に公布され

ましたことから、八代市国民健康保険条例にお

いても改正政令にあわせ所要の改正を……

（｢政令」と呼ぶ者あり）改正政令にあわせ所

要の改正を行うものでございます。 

 次に、改正の内容でございますけれども、国

民健康保険に加入されている被保険者が出産さ

れた場合、１児につき３９万円の出産育児一時

金を支給しております。産科医療補償制度に加

入されている医療機関で出産された場合は、分

娩機関が払います掛金相当額の３万円を加算し

て、４２万円を支給しております。今回、産科

医療補償制度の金額の見直しとあわせて、出産

育児一時金の金額が見直されましたことから、

出産育児一時金の金額を３９万円から４０万４

０００円とし、産科医療補償制度の金額が３万

円から１万６０００円とする健康保険法施行令

の改正内容にあわせ、八代市国民健康保険条例

の第６条第１項中の３９万円を４０万４０００

円に改めるものでございます。 

 なお、施行は平成２７年１月１日からの施行

となります。 

 以上で説明を終わります。よろしく審議のほ

うお願いします。 

○委員長（中村和美君） はい、以上の部分に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。資料ですね、わ

かりやすく図までお示しいただいて、全容がよ

くわかりました。 

 ちょっと私、個人的なですね、意見で恐縮な

んですけれども、もともとこの掛金３万円って

いうのがいろいろ問題があったって、私、思っ

ておりましてですね。実は、これ、分娩機関、

いわゆる、産科医さんとか、クリニックさんと

かが掛けられるんだけれども、その当事者はお

母さんなんですね。妊婦さんで。その費用、掛

金を保険者が賄っていたと。で、その３万円で

全国の運営がどうだったかと言うと、毎年かな

りの金額――２００億円ぐらい、多分、余剰金

が出てたんですよね。で、その余剰金は還元さ

れることなく、損保会社５社の利益になってた

んですよ。公金が。おかしな制度って私ずっと
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思っててですね。 

 多分、その声を受けてから、実際の運用に見

合うような金額に縮小されたんでしょうけれど

も、ただ、一方では、４２万円っていう枠は変

えずに、掛金は圧縮した分、一時金のほうが上

がってますよね。ここはどういうふうに国・県

は市町村に説明してるんですかね。何かお話が

あっているならば、聞かせていただきたいんで

すけども。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、中村国保ねん

きん課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 今、ただ

いま議員から御指摘がありましたように、当

初、年間７００名程度、そういった重度の障害

を持った児童――子供が想定しておりましたけ

れども、年間数２００、――制度が始まって５

年間、５年目、６年目ですか、７００から８０

０、金額は定かではございませんけれども、か

なり余剰金が出ているということで、そういう

ことから議論――見直しが始まったと聞いてお

ります。 

 それと、掛金は下げます。それと、分娩費用

につきましては、全国的に４０万円ぐらいかか

ると。３９万円じゃ少ないんじゃないか。それ

と、保険者の負担を、――増にならないよう

に、総額が４２万円に抑えますという内容の通

知――説明を受けておりますけれども。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。ありがとうござ

います。 

 言える部分って言えば、国が示してるその部

分なんでしょうけれども、６年間もですね、そ

の掛金は御本人さんが直接負担するわけでない

もんだから、保険から来ていると。その保険の

原資は何かと言うと、国民・市民税金、保険料

であるという構図がですね、民間会社に流れて

たというのは、ゆゆしい事態だったと私思うん

ですよね。 

 それが、ようやく見直されたということで、

今回、画期的なことだと思うんですけれども、

これから先も国の制度が必ずしもいいかどうか

っていうのは、しっかり市町村もですね、県と

一緒に声を上げていただければなというふうに

思います。今回の件は十分理解できます。あり

がとうございました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、質

疑を終了し、意見がありましたら、お願い申し

上げます。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、採

決いたします。 

 議案第１４２号・八代市国民健康保険条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 次に、本委員会に付託となっております請

願・陳情はありませんが、郵送にて届いており

ます要望書について、写しをお手元に配付して

おりますので、御一読いただければと存じま

す。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 午前中の審議はここまでとし、休憩いたしま

す。 

（午後０時０４分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（中村和美君） それでは、休憩前に

引き続き、文教福祉委員会を再開いたします。 

 午前中の本委員会で堀委員より資料請求があ

りました議案１０６号にかかわる指定管理者候

補者の選定に関する資料をお手元に配付してお

りますので、後ほど、御一読ください。 

                              

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（中村和美君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸

問題の調査、保健・福祉に関する諸問題の調

査、以上の２件です。 

                              

・教育に関する諸問題の調査（学校施設非構造

部材耐震化事業について） 

○委員長（中村和美君） このうち、まず、教

育に関する諸問題の調査に関し、――関して、

１件、執行部からの発言の申し出があっており

ますので、これを許します。 

 それでは、学校施設非構造部材耐震化事業に

ついて説明を願います。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。教育施

設課の有馬です。どうぞよろしくお願いしま

す。（｢よろしくお願いします」と呼ぶ者あ

り） 

 学校施設非構造部材耐震化事業について説明

させていただきます。座らせていただき、説明

いたします。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○教育施設課長（有馬健一君） 失礼します。 

 資料のほう、ごらんいただきたいと思いま

す。学校施設非構造部材耐震化事業について御

説明します。 

 まず、１ページの上に枠で囲んでおりますと

ころに、非構造部材等の定義ということで記載

しております。非構造部材という呼び方は、

柱・はり・壁・床等の主体構造以外の部材のこ

とを言いまして、狭義的にはつり天井・外壁を

初めとする主体構造以外の建築物の部位を指し

ますが、広義的には空調設備・照明器具等の設

備機器や家具等を含めることがあります。学校

施設の耐震対策では、地震時の安全確保の観点

から、構造体を除く全ての部材・要素――設備

機器や家具等を含む等を対象とするとしており

ます。 

 そういう中で、文部科学省の方針につきまし

ては、公立学校施設の耐震化の推進についての

通知がなされております。 

 ３ページをごらんください。 

 平成２５年８月７日に各都道府県教育委員会

に対しましての通知文でございます。全体の内

容としましては、公立学校施設の耐震化の現状

と課題、そして、今後の取り組みについて示し

てございます。 

 次の４ページをごらんください。 

 点線で囲んであります部分に、非構造部材に

ついての記述がございます。読みますと、ま

た、非構造部材の耐震点検・耐震対策について

は、構造体の耐震化に比べ、対策が遅れている

状況であるため、速やかに耐震点検・対策を実

施していただきますよう、お願いします。特に
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致命的な事故に、――が起こりやすい屋内運動

場等のつり天井等の落下防止対策については、

平成２７年度までの対策の完了を目指す対象範

囲を、公立及び国立学校施設における天井等落

下防止対策の一層の推進についてにおいて定め

ましたので、当該通知に沿って対策を講じるよ

うお願いしますとなっております。 

 文部科学省が示します非構造部材の耐震化の

範囲につきましては、その下の括弧書きの参考

に記述がございまして、（１）屋内運動場等―

―これは武道場も含みます――の天井等の落下

防止対策については、平成２７年度までの速や

かな完了を目指す。該当する天井は、①の高さ

が６メートルを超える天井、②に水平投影面積

が２００平米を超える天井となっております。

（２）に屋内運動場等以外の施設において特定

天井を有するものについては、目標年度を示さ

ないとしております。（３）屋内運動場等の照

明器具やバスケットゴール等の落下防止対策は

つり天井の有無にかかわらず実施することと

し、高さが６メートルを超える空間に設置され

ている物、または、床面積が２００平米を超え

る空間に設置されている物は、平成２７年度ま

での速やかな完了を目指すとしております。 

 次の５ページをごらんください。 

 平成、――これも同じく、平成２５年８月に

文部科学省が出しました学校施設における天井

等落下防止対策のための手引の概要でございま

す。冒頭に、この手引を作成した背景について

の記述がございまして、東日本大震災において

学校の屋内運動場の天井材落下が多数発生して

おります。そして、昨年平成２４年の５月以

降、有識者会議で、屋内運動場等の天井等の落

下防止対策を中心に検討されております。国土

交通省におきましては、建築基準法施行令等を

改正し、つり天井に関する技術基準を制定して

おります。平成２５年８月公布、２６年４月施

行となっております。 

 この技術基準を踏まえ、対策をわかりやすく

解説したのが、この手引でございまして、主な

内容として、概要の下のほうの屋内運動場の改

修前と改修後の写真が２枚改正、――掲載され

ておりますが、その写真の３行上にですね、天

井対策の４種類の手法を示しております。①に

天井の撤去、２番目に補強による耐震化、３番

目に撤去及び再設置、４番目に落下防止ネット

等の設置という４つの手法が示されております

が、確実な安全確保方策としては、天井撤去を

中心とした方策の検討を要請されているところ

でございます。 

 再度、資料の１ページをごらんください。 

 これらを受けまして、２番目に本市の対応に

ついて御説明させていただきます。 

 平成２５年度に非構造部材の耐震点検を実施

しております。平成２６年度では、調査及び耐

震工事を行うための実施設計を現在行っている

ところでございます。平成２７年度では、屋内

運動場と武道場の非構造部材の耐震工事を行う

計画としております。 

 主な工事対象施設については、学校の全施設

を調査する中で、文部科学省が示す非構造部材

の耐震化の指針及び天井等の落下防止対策の手

引に照らし合わせて判断したところでございま

して、現在の計画でございます。いずれも高さ

が６メートルを超える空間、または２００平

米、――平方メートルを超える面積を有する屋

内運動場と武道場でございます。屋内運動場は

７施設で、小学校が太田郷・松高・高田・泉第

八の体育館、中学校が第一・第三・鏡の体育館

でございます。武道場は８施設で、全てが中学

校で、第二・第三・第五・第七・千丁・鏡・東

陽・泉の武道場でございます。 

 ほとんどの施設がつり天井が設置してござい

ますが、一部天井、――つり天井のない施設

で、第一中学校体育館の屋根に明かり取りのガ

ラスが取りつけがございましたり、第三中学校
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の屋根材がスレート材を使用してございます。

また、鏡中学校体育館の天井に音響板の設置が

ございまして、大きな地震により破損し、落下

することが考えられる施設も含んでおります。

また、第七中学校や泉中学校の武道場は平成２

５年２月に完成しており、真新しい施設ではご

ざいますが、このつり天井の設計・施工に関し

ては、大きな地震に耐えることができる耐震天

井として施工を行いましたが、昨年２５年８月

に国土交通省が示しました特定天井の技術基準

において、さらに厳しい基準となったことか

ら、今回、改修する対象としたところでござい

ます。さらに、今、御説明しました施設以外の

屋内運動場につきましては、照明器具、バスケ

ットゴール等の落下防止対策を行う予定にして

おります。 

 非構造部材耐震化事業の予算計上につきまし

ては、平成２７年度の当初予算を考えておりま

すが、平成２６年度の、――中の、――に、国

の経済対策などの補正予算が組まれれば、平成

２６年度の補正予算計上も検討していきたいと

考えております。事業費の額については、現

在、精査を行っているところでございます。 

 平成２８年度以降の非構造部材耐震化の対応

につきましては、平成２７年度に行う非構造部

材耐震対策工事以外の対策について、施設ごと

の優先順位をつけて順次対応していきたいと考

えております。 

 改修が必要な非構造部材としては、校舎など

の外壁、窓ガラス、高さ６メートルを超える天

井、照明器具、書棚等でございます。 

 以上が、学校施設非構造部材耐震化事業につ

いての説明でございます。 

 参考までに、今まで取り組んでおりました構

造体の耐震化であります学校施設耐震化事業の

現状と今後の予定につきましては、２ページに

掲載しておりますので、ごらんいただければと

思います。 

 これで、学校施設非構造部材耐震化事業につ

いての説明を終わらせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい、本件について

何か質疑、御意見等ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 御意見いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。今、武道場の天

井材のお話がありましたけど、御説明にあった

とおり、三中もですね、とってしまうとスレー

トなので、あれがむき出しになるかと思うと、

ちょっと寂しい思いがします。ぜひ、それに応

じた断熱もですね、兼ねたような工法を何とか

考えていただきたいです。 

 それと、二中の武道場、あの立派な格組みの

天井も全部とるという計画ですかね。まだ今か

らですか。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。その２

つの施設についても、今、設計中ではございま

すけども、一応、武道場につきましては、今あ

る天井を一旦撤去しまして、この特定天井にで

すね、――のからちょっと除外される軽い天

井、要するに、もし、大きい地震が起きまして

落下しても、致命的な事故につながらないとい

う範疇でございまして、平米当たり２キロ未満

という軽い天井を設置するということで、今、

検討中でございます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。わかりました。

ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願い

します。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 
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○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 済みません。確認で申

しわけございませんが、自分がちょっと知識不

足かもしれません。窓ガラスっていうのは、い

わゆる、ガラス材なのか、アクリル板なのかで

破損したときの足で踏んだりとかですね、事故

の違いがあると思うんですけども、方針として

は、今、窓ガラス材の材料ちゅうのはどのよう

な形になっているんでしょうか。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。校舎と

か、体育館にもガラスございますけども、ガラ

ス自体につきましては強化ガラス等を考えてお

ります。 

 あと、このガラスのですね、サッシですね。

サッシにつきまして、落下の可能性がある物に

ついては、サッシまでの改修も、今、検討して

るところでございます。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい。理解できまし

た。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。本件の御説明、

御丁寧にありがとうございます。かねてより、

学校の耐震化工事についてはですね、鋭意御努

力いただいてることに敬意を表したいというよ

うに思います。 

 来年度、いよいよ工事というような部材の耐

震化については理解するところなんですけれど

も、体育館と言うと、その学校行事初め、その

クラブ活動だとか、あるいは、地域の方々のス

ポーツ・レクリエーションの場だったりとか、

多様に利用されてるというふうに思うんですけ

れども、この来年度中に、これだけの学校の工

事を携われるということについてのスケジュー

ルのことなんですけど、おおむね、どれくらい

の期間をどの時期になさるのかというのが１点

と。 

 で、伴いその体育館が利用できなくなること

によって、先ほど言いました学校行事とか、ク

ラブ活動だとか、公共施設あたりの調整も必要

なんでしょうけども、そこら辺の対応方につい

てはどのようにお考えでいらっしゃるんでしょ

うか。お尋ねします。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。今、お

っしゃったとおりですね、かなりこの件につき

まして、我々も心配しておりまして、今まで行

っております耐震化事業とあわせてですね、今

回、非構造部材ということで、体育館と、――

体育館と武道場ですね、これの工事をするとい

うことで、工事をする間はその施設は使えない

という状況が発生してまいります。 

 一応、かなりの施設数があるもんですから、

主に、夏休みを中心としたですね、授業等に影

響の少ないところでやりたいという、――工事

を行いたいというふうには考えております。基

本的に、体育館のほう、夏休み中心ということ

で、その前後を含めてということで、長いもの

については約５カ月ほど工期がかかるかなと。

短いものはそこまではかからないということで

は考えておりますけども。 

 あと、武道場につきましては、後半のです

ね、冬休みを中心とした工事をさせていただき

たいということで、それぞれの学校との協議を

進めておりまして、できるだけ授業とか、いろ
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んな学校行事等に影響が少ないように調整を、

今、行っているところです。 

 で、部活動につきましては、社会体育施設―

―総合体育館とか、武道館とか、あと、民間の

施設等もございます。一度にこれだけの学校施

設があるもんですから、いろんなその学校の近

くのですね、民間の施設も含めまして、部活動

に使えるところを、一応、学校側からピックア

ップをしていただいてですね、各それぞれの施

設と、今、調整を図って、使わせていただくよ

うにということで、今、御相談をしているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。事情はわかりま

した。とても大変でですね、期間も限られてる

中で、御調整、御苦労かというふうに思います

けれども、子供たち、あるいは、関係者のそれ

ぞれの立場になって、できる限りの御努力をい

ただきたいというのが１点と。 

 もう１点は、先ほどの繰り返しなんですけ

ど、耐震化本体工事と今度、部材の工事という

ことで、職員の皆様も１人当たり受け持ちの件

数っていうのがピークになると思うんですね。

そうしたときに、やっぱ物理的にできる部分と

何がしかのサポートが必要なとこと出てくると

いうふうに思いますものですから、国の補助あ

るなしにかかわらず、例えば、施行管理の委託

だとか、合理性があって安全がですね、確保で

きるよりよい方策として、学校・子供たちのた

め、現場のためという視点でですね、職員の業

務の内容の合理性も御検討いただければという

ふうに思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい。よろしくお願

いしときます。 

 ほか、ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 今の関連ですけど、保

護者の方々の中からですね、ちょうど中体連の

前に工事に入るんじゃないかっていうような、

練習場所の確保がどうなるのかなっていうよう

なその御心配の声も聞いたんですよ。で、も

し、今の説明のようにですね、夏休み期間中に

されるというのであればですね、一方、それな

りの周知っていう形を伝えてですね、事前の不

安を取り除いてあげておくのもいいかなという

ふうに思いましたので、ぜひ、実行していただ

ければと思います。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。いいで

すか。 

○委員長（中村和美君） はい、有馬教育施設

課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。今の中

体連の練習等にですね、つきましては、これも

学校側と密にお話をさせていただいておりまし

て、できるだけ現場に入る工事についてはです

ね、中体連の終わってから現場に入るというふ

うなところも学校側と協議をしておりますの

で、できるだけ生徒のためにですね、そういっ

た支障のならないような配慮はしていきたいと

考えております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい。よろしくお願

いしときます。 

 ほか、ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、学

校施設非構造部材耐震化事業ついては終了いた

します。（｢どうもありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

 はい。執行部入れかえで小会いたします。 

（午後１時１９分 小会） 
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（午後１時２０分 本会） 

・保健・福祉に関する諸問題の調査（第３次八

代市地域福祉計画策定について） 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、再

開申し上げます。 

 次に、保健・福祉に関する諸問題の調査につ

い、――関連して、４件、執行部から発言の申

し出があっておりますので、これを許します。 

 それでは、まず、第３次八代市地域福祉計画

策定について説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）午前中に続きまして、よろしくお願い

します。 

 所管事務調査ということで、今回、４点ほ

ど、調査項目として上げております。 

 まず、１点目に、現、――今現在、第３次の

八代市地域福祉計画を策定中でございます。そ

の策定につきまして、健康福祉政策課の硴塚課

長より説明させますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。健康福祉政策課の硴塚です。よ

ろしくお願いいたします。座りまして説明させ

ていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） 資料のほうですね、お配りしていると

思います。２枚物の第３次八代市地域福祉計画

策定についてというものと、あと、資料、――

左の上に資料１ということで、地域福祉推進に

関する市民アンケート調査の概要、両面の８ペ

ージになっている資料があるかと思います。ご

ざいますでしょうか。（｢はい」と呼ぶ者あ

り） 

 まず、最初に、第３次八代市地域福祉計画策

定についてという２枚目、――２枚物のほうで

御説明を申し上げます。本年度、第３次八代市

地域福祉計画を策定中でありますので、その中

間報告をさせていただきます。 

 まず、１の計画策定の経緯ですが、平成１７

年から５年を１期として策定しております。現

２次計画が本年度で終了することから、平成２

７年度から３１年度までの第３次計画を策定す

るものですが、今回は、これまで別々に策定し

ておりました社協が策定する地域福祉活動計画

と一体的に策定することにいたしました。 

 ２の地域福祉とはとありますが、これは、地

域福祉の定義のようなもので、いわゆる、自

助・共助・公助の充実と相互補完を進めるため

のものです。 

 ３の地域福祉計画の役割ですが、社会福祉法

第１０７条に位置づけられた福祉の総合計画の

ようなもので、福祉・保健分野の個別計画を地

域でネットワーク化するものです。 

 ４、計画期間ですが、これは、１で申し上げ

ましたので、省略させ、――省略させていただ

きます。 

 ５、計画策定体制についてですが、これは、

これまで計画を策定するために実施してきたこ

とを上げております。７月に庁内検討部会・関

係課ヒアリングを行っております。地域福祉に

関する業務を行っている関係課に集まっていた

だき、報告をいただいた後、各課に個別にヒア

リングを行ったものです。８月には市民アンケ

ートを行っております。結果概要につきまして

は、後ほど、資料１で説明をいたします。１０
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月、１１月には市民ワークショップを開催して

おります。これは、福祉関係団体の関係者や公

募により参加された方々に日ごろの地域生活の

中で課題として考えられることを意見として出

していただきました。また、第１回地域福祉計

画策定・評価委員会も１１月に実施しておりま

す。なお、今後、第２回、第３回策定委員会を

２月、３月に開催する予定です。 

 ６、――次のページですが、６、第２次計画

の評価についてですが、計画策定後は、毎年

度、策定・評価委員会において評価をしていた

だいております。現第２次計画には記載のとお

り基本目標を３つ設けております。基本目標ご

とに見てみますと、１の住民同士の支え合いと

地域の結びつきの強化については、住民一人一

人の意識づけがまだまだ不十分であり、今後よ

り一層進める必要があるとなっております。２

の利用者本位のサービスを受ける仕組みと提供

する環境整備については、おおむね順調である

とのことです。３の地域福祉を支える仕組みの

構築と福祉のまちづくり・環境づくりについて

は、特に、地域の課題を地域で解決する仕組み

の展開については、より取り組みを強化してい

く必要があるというふうになっております。 

 大まかではありますが、以上の評価結果をも

とに、７の第３次計画策定に向けた課題整理に

ついてでございますが、地域福祉推進に対する

課題として、以下の３点を上げ、今後の方策等

を検定、――検討していくこととしておりま

す。 

 １つ目は、地域福祉への理解と各種人材活動

の連携です。先ほどの評価のところで、住民へ

の意識づけが不足しているとありましたことを

踏まえ、主な内容としましては、自助意識・自

助活動の推進、障害や認知症への理解、対応の

必要性、福祉活動情報の共有や各地域における

人材や活動の連携を上げております。 

 次に、高齢化・人口減が進み、近隣関係が希

薄化している中でのコミュニティー、――コミ

ュニティー活動の推進です。高齢化・人口減に

ついては、確実に進行すると思われるため、そ

のような状況下での推進すべき、――推進すべ

き内容として、近隣関係の、――近隣関係構築

の推進、見守り活動に対する支援、地域におけ

る地震や豪雨に対する対策、買い物支援を初め

とした生活支援、地域活動を通した生きがいづ

くりを上げております。 

 最後に、地域福祉に対する取り組みの総合化

として、生活環境など複合的な課題への対応、

地域福祉の視点での地域包括ケアへの貢献の必

要性、山間部等高齢化地域における地域福祉の

機能確保を方策の主な内容としております。 

 以上で、現時点での地域福祉計画策定状況の

説明を終わらせていただきます。 

 次に、地域福祉推進に関する市民アンケート

調査について結果の概要を説明させていただき

ます。 

 資料１をごらんください。 

 まず、調査の方法をごらんください。対象者

ですが、２０歳以上の方、３０００名を無作為

抽出し、郵送により配布・回収を行い、回収率

は３５.３％でした。 

 下の年代別回答率では、５０代・６０代・７

０代の高年齢層が多くなっております。校区別

では、高いところが５０％台、低いところでは

２０％台となっております。 

 ２ページをごらんください。 

 ここからは、いろいろな質問に対する回答を

載せております。まず、八代市の福祉水準につ

いて聞いておりますが、おくれていると感じて

いる方が、進んでいると感じている方を若干上

回っております。次に、地域への愛着について

ですが、８割以上の方が愛着を感じており、年

代が上がるにつれて多くなっております。 

 ３ページをごらんください。 

 近所や周辺の環境についてですが、下の一覧
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表は９つの項目について聞いたものを地区別に

出しております。そう思うを２点、どちらかと

そう思うを、――どちらかと言えばそう思うを

１点、あまりそう思わないをマイナス１点、全

く思わないをマイナス２点とし、各地区回答者

の数で割ったものです。全体的には、愛着や近

隣関係、治安については評価が高く、活気や各

種活動の活発さと黒三角が多くついている項目

は評価が低くなっております。 

 ４ページをごらんください。 

 こちらは、困り事や気になることについて全

体としては家族の健康や介護のこと、経済的な

こと、仕事のことへの回答が多くなっておりま

す。若い世代では、近所づき合い、人づき合い

が少ないことやいざというときの頼れる人や相

談相手がいないことの回答が比較的多く、近隣

関係が希薄で、孤立化を抱えている様子がうか

がえます。 

 次、災害時の避難や備えについて不安に思う

かどうかの質問に対し、５６％の方が思うで、

意外と２０代、３０代の若い世代に多く見られ

ます。その思うと答えた方に、どんなことが気

になりますかと聞いたところ、避難するタイミ

ングがわからないという方が最も多く、また近

所での助け合いが期待できないからも１割を超

えており、近所づき合いの希薄さがうかがえま

す。 

 次に、５ページでございますが、ここではボ

ランティア活動について聞いております。関心

があると答えた人は６割近くに上ります。年代

別には、三、四十代よりも、６０代以上で関心

が高くなっており、年齢が高くてもボランティ

ア活動が可能なことを示しております。下のほ

うは、ボランティア活動を盛んにするために必

要なことを聞いております。多かったのは必要

としている情報を伝え募集すると活動ができる

機会を整えるでございました。これから見える

ことは、やり方次第では、活動が可能であり、

多様な取り組みが必要なことを示しておりま

す。 

 次に、６ページ、７ページでは、近所とのつ

き合いについて聞いております。６ページの上

のほうは、つき合いの程度ですが、ほとんどつ

き合いがないは５.７％しかなく、全体として

は何らかの形でつき合いがあっているようで

す。下のほうは、気になる人のある・なしです

が、気になる人がいるが１６.１％で、６人に

１人が何らかの気になる人を抱えております。

民生委員や見守りネットワークを通して公的な

支援や近所での支え合いにつなげていくことの

重要さを示しております。 

 ７ページの上は、手助けしてほしいこと、手

助けしてもいいこと両方を聞いております。全

体的には手助けしてほしいと思う人がいる一方

で、手助けしてもいいと思う人がしてほしい人

を上回っており、手助けの仕組みづくりが期待

されるところです。 

 ７ページの下のほうは、手助けの仕組みづく

りについて聞いております。頼む方、手伝う

方、双方にルールを設けるが４４.６％で最も

多く、次いで仲介をする人や組織が必要が３

９.９％で、何らかの支援を求めてるようにも

思います。日ごろからのコミュニケーションが

とれてれば、できることなのかもしれません。 

 ８ページをごらんください。 

 上のほうが、ともに支え合う地域づくりにつ

いて聞いております。最も多かったのは地域の

人々が知り合い、触れ合う機会をふやすこと

で、５割を超えております。やはり、まず、知

り合うことが大事で、そのための機会をふやす

ことが必要ということが認識されて、――意識

されております。 

 下のほうで、最後になりましたが、八代市の

地域福祉を進めるために何が必要かを聞いて、

――聞いております。最も多かったのは身近な

場所での相談窓口の充実で３７.２％、次いで
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市民が気軽に参画し、利用できる地域ごとの福

祉活動の拠点づくりで３４.９％でございまし

た。これは、地域住民がわりやすさや身近さを

求めているものと思われます。 

 簡単ですが、以上で、アンケート調査、――

結果の概要説明を終わらせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（中村和美君） はい、本件について

何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） 橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい。済みません。最

後の八代市での地域福祉を進めるためにってい

うことで、八代市で地域福祉を推進するため、

今後何が必要だと思いますかという問いの中が

非常にそうだなと思ったんですけれども、身近

な場所での相談窓口の充実が最も高いってい

う、自分もこれ思いながら、相談窓口が一番じ

ゃないかなと思いながら見てたら、やっぱり相

談窓口の充実を図りたいっていうことがありま

した。 

 で、今回、社会福祉協議会との連携もされて

るってことですので、身近な窓口が実際どこに

なるのかっていうことの具体的な計画をです

ね、この計画の中でも入れられるのかどうかわ

かりませんけども、検討されたらいいのかなっ

ていうのと。 

 昨年、部長も行かれた豊中市に文教福祉のほ

うで、……（発言する者あり）あっ、行ってな

かったですか、あれは北岡教育部長だったです

ね。豊中市の地域福祉のコミュニティソーシャ

ルワーカーの現状っていうことで視察させてい

ただいたところ、――ときに、このまさにこの

身近な場所での相談窓口がそこの地域コミュニ

ティー支援室という形になっていたと思います

ので、そういったことが本市に当てはまるかど

うかっちゅうのはちょっとわかりませんけれど

も、だんだん都会型に八代市もなってきている

ので、やっぱりその希薄なところがですね、こ

の相談窓口の充実っていうことでちょっと埋め

ていただけるのかなという印象を持ちました。 

 これは、この中での意見でございます。済み

ません。 

○委員長（中村和美君） はい、よろしいです

か。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほか、ありません

か。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。一応、３点お尋

ねしたいんですけども、まず、今回の計画に当

たっては、社協さんの地域福祉活動計画と一体

的にっていうような御説明があったんですけ

ど、社協さんの地域福祉活動計画というのはか

ねてより、何ですかね、オフィシャルに公表さ

れていらっしゃったんですかね。例えば、ホー

ムページとかに掲載はございましたでしょう

か。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。ホームページは載っとったです

かね。ちょっと私も確認していませんが、この

ような冊子としてはですね、毎回、これまで市

で地域福祉計画を策定したときに、社協のほう

でも活動計画は冊子としてはつくっておられま

す。ちょっと周知って言いますか、あまりなか

ったので、御存じじゃない方もいらっしゃるの

かなというようには思いますけれども。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 よろしいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉
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部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。地域、――社協の地域福祉活動計画に

つきましては、ホームページでは、ちょっと今

申し上げましたように、ちょっと載せてたかど

うかちゅうのはちょっとわかんないんですけど

も、校区福祉会――各校区に福祉会がございま

すので、各校区福祉会を通じて、こういった活

動計画をつくってますよっていうことで、皆さ

ん方には、御協力とか、こういった周知・啓発

は行っているところでございます。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） なぜお尋ねしたかと言

うと、私もこの計画をですね、いつでもどこで

も見れると言うとは、ソーシャルネットワーク

の優位性だなと思って、いつも見てるけど、な

かなか目にすることがなかったから、多くの市

民もそういうふうに思ってらっしゃるのかなと

思ったもんですから、今回、こういうお取り組

みされるということは、もちろん、一体的に公

表できますでしょうから、ネットとかですね、

ホームページで、ぜひぜひ、市と社協さんあわ

せて、お取り扱いいただければなというふうに

思います。 

 それから、２点目なんですけれども、２次計

画のときもお取り組みだったと思うんですけれ

ども、評価委員会さんのほうで、毎年度、その

取り組みについて状況把握し、どうすべきかっ

ていう反省を踏まえ、政策に実効性を持たせる

というのがあったかと思うんですけど、毎年

度、せっかくなさっていらっしゃるのであれ

ば、どういう検証をしたかというのは、その関

係者だけでなくですね、市民にも、何て言いま

すか、お示しされるとよりいいのかなと思って

ですね。その５年置きの計画のスパンでない

と、どうも状況が見えないというのも少し残念

な気がして、非常にその業務が繁忙になられる

かもしれませんけど、一応、御検討いただけれ

ばなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 今の件につきましてもですね、それは、この

計画だけではなくて、ほかにもいろんな、後で

出てきますけど、いろんな計画があります。そ

れぞれ評価審議会とか、評価委員会とかいうの

をつくっておりますので、それにつきまして

も、また今後その、それぞれの課題の整理とい

ったものをまた公表していくのかどうか、それ

とあわせて検討していきたいと思います。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。西

濵副委員長。 

○委員（西濵和博君） 最後に１点ですけれど

も、今回、アンケート調査を拝見させていただ

きましたが、調査の結果として、３０００人に

調査票を発送したと。回収率が３分の１――３

５％ですかね。そもそも１０、――我々の１０

万都市で、どれくらいのこれは回答を期待して

いらっしゃったのかと思ってですね。それぞれ

の分野で市がいろいろなアンケートを行われま

すけれども、回答率ってそれぞれでその土地土

地で違うと思うんですけれども、１０００人っ

ていうことであれば、人口の１％にも満たない

し、それが各校区分散してると、何十人でしょ

うかと思うとですね、福祉の関係では、実際、

法でも非常に重点を置いて書いてあると思いま

すので、今後、こういった類のアンケートとら

れるときに、委託先のコンサルさんもいらっし

ゃるかもしれないけど、どれくらいの数求める

べきかなっていうのを、まずもって、御検討な

さって、前回３割しか来なかったよねっていう
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ようなことも踏まえてなさると、より民意が反

映できるかなと思いました。ちょっとおせっか

いな話ですけれども。（健康福祉部長兼福祉事

務所長上田淑哉君「はい、わかりました」と呼

ぶ）よろしくお願いします。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） 今のおせっかいの続き

でいいですか。これは、どっか外注か何かされ

て、このアンケート調査事業自体、幾らぐらい

の予算でされたんですかね。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） 委託業者が、これを実際行ったわけで

すけど、予算的には４３０万程度の委託料を組

んでた……。（健康福祉部長兼福祉事務所長上

田淑哉君「全部ででしょう」と呼ぶ）全部で。

（発言する者あり）この調査だけではなくてで

すね……。（委員堀徹男君「ほかにも何か、後

から出てくっとですか」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） いやいや。はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） で、その４３０万、全

てのアンケートだろうという金額で、これだけ

が幾らかはちょっとわからないっちゅうことで

すけど。今、あったようにですね、これのアン

ケートもとに何か計画を策定される、この何て

言うんですか、もとにされるんですよね。アン

ケートの目的っていうのは。そうした場合に、

今あったように、３０００人の対象で回収率が

３５.３％っていう数字をですね、政策に反映

させるっていうことが費用としてですね、見合

うのかなって思うんですけどね。そこら辺。ど

れぐらいこの金額を使って、政策に対する反映

ができると、費用対効果っていうのをどの辺を

見込んであられるのかなっていうのを、――が

ちょっとお尋ねしたいんですけどね。要は、こ

れだけ、――それだけのアンケート、――お金

を使ってアンケートとって、何、３５.３％、

全部で何人ですか、これ。３０００人のって。 

○委員長（中村和美君） １０００なんぼ、１

０５０ぐらい。 

○委員（堀 徹男君） １０００人ぐらいでし

ょう。その意見が、この何か新しい計画を策定

されるときの一つの意見に反映させる、――ら

れるっていうのは、ちょっとどうかなって思う

んですけどね。物足りるのかなと思って。かけ

るだけのあれがあるのかなっていう。西濵議員

のマイルドな質問からちょっと突っ込ませてい

ただきますけど。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） 前回の、――前回の２次計画のときに

もアンケート調査を行っておりまして、このと

きには確かに、５０％ぐらいの回収率だったと

思いますが、その戻ってきたその回答に対して

ですね、要するに、分析とか、こういういろん

な角度からの検証ちゅ言いますか、結果を出す

のに委託料として払ってるわけですけど、確か

に、その数的には少ないなというふうには思い

ますが、いわゆる、縮図じゃないですけど、何

割かの人がこういうふうに思ってるってことを

もとにですね、全体計画は立てられる。 

 費用対効果っていうふうに言われますと、な

かなかこれだけで、数字的には非常に少ないと

いうか、――とは思いますが。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）
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 よろしい、――よろしいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 このアンケート結果だけで、計画を策定する

というのではなくて（委員堀徹男君「もちろ

ん、もちろん、そうでしょう」と呼ぶ）当然、

いろんな民生委員さんであったり、校区福祉会

の方で、それぞれ市政協力員とか、いろんな地

域の関係、いろんな団体の方がいらっしゃいま

す。そういった方々の御意見も踏まえて、これ

の計画の中に生かしていくというなりますので

ですね。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） そういう方々の御意見

っていうのは、コストかかってないんですよ

ね。そんなに。 

○委員長（中村和美君） はい。どうします

か。意見で。 

○委員（堀 徹男君） いや。はい。 

○委員長（中村和美君） 堀委員。 

○委員（堀 徹男君） いや、本当にですね、

たくさんの民意を反映させるのに、確かに、必

要な作業だと思いますけど、果たしてその４３

０万っていう金額がこれだけじゃないとしても

ですよ、じゃあ、それだけ金かけて、１０００

人の意見をね、集約するほかに方法はないのか

なっていうふうに単純に思うわけですよね。何

か、ほかに、今、――地域の声をすくい上げる

のは、そんな大したコストかからないわけでし

ょう。行って聞き取りすればいいし、アンケー

トだってその民生委員さんだとか、福祉会とか

の集まりのときにですね、アンケート用紙渡し

て書いていただければ、そんなにそのコスト自

体かからずに集約できるわけですよね。これに

かわる方法っていうのは、ほかにないのかなっ

ていう。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） はい。先ほども申し上げましたけれど

も、確かに、このアンケートのみではなくって

ですね、ワークショップという、実際、福祉関

係で活動されてる方ですとか、そういう校区の

方もそうですけども、そういう方々の意見も聞

き、――聞きますし、その上、上部団体として

その策定委員会、各団体の代表の方に来ていた

だいて、３回程度で策定するわけですけど。ア

ンケートもしますけど、ほかにも聞くところと

かですね、役所の中の事業でも、こういうこと

ができるかとか、そういうのも含めますと、経

費はあまりかかりませんけども、幾つかの角度

からはですね、検証して策定をするというふう

にはいたしておりますが。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 先ほども言いましたけども、いろんな関係団

体、関係機関の方々の御意見も聞くということ

言いましたけど、ただ、そういった方々という

のは、そういったいろんな代表者の方であっ

て、実際に、その地域福祉の課題っていうの

は、その下に潜む部分がいっぱいあると思うん

ですね。（委員堀徹男君「なるほど」と呼ぶ）

この少子高齢化の社会の中で。ですから、それ

らの、本当にそういった人たちの声を吸い上げ

るっていうのが、そして、課題解決に向けてい

くっちゅうのが、この計画ですので、八代市の

場合に、山、――山から本当に山間地――中山

間地から海までということで、そういった地域

の、――いろんな地域のこういった広い部分が
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ありますので、そういった方々のその地域ごと

のそういった御意見、いろんな課題を引き出し

ていくと。そして、その課題解決に向けたいろ

んな施策を推進していくということが大切と思

いますので。 

 ただ、次期、今度、また計画をつくるとき

は、もっといろんな意見、人の意見のですね、

集約できるような、もうちょっとそういった方

法は考えたいと思います。はい。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。わかりました。 

○委員長（中村和美君） はい。どうぞよろし

くお願いしときます。 

 ほか、ありませんか。 

○委員（村川清則君） ちょっとよろしいです

か。 

○委員長（中村和美君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） このアンケートの回答

率、高いところで八代校区の５８.３％。見せ

しめみたいな形で郡築２０.４％って書いてあ

るんですけど（｢見せしめ」と呼ぶ者あり）こ

の何でこの差がついたのか、その何て言うか、

理由とかわかります。 

○委員長（中村和美君） いいですか。何かあ

りますか。答弁。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） あの。 

○委員長（中村和美君） はい、硴塚健康福祉

政策課長。 

○健康福祉部理事兼健康福祉政策課長（硴塚康

浩君） 時期的には８月――夏場に送っており

ますが、時期が関係あるのかどうかわかりませ

んけど、校区ごとに出した結果でございまし

て、はっきりとしたその理由というのはです

ね、なかなかわからないところなんですけど。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

○委員（友枝和明君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、友枝委員。 

○委員（友枝和明君） 私も、この３０、――

回収率が３５.３％。これじゃあ、やっぱし、

それぞれ意見が委員さんあると思いますが、や

っぱ周知する、――アンケートよりも、各校区

の町内会の年に１回総会がございますですね。

その中、何かの方法で末端まで周知する、住民

に、市民に周知するっていうことは、私はこれ

が一番身近なアンケート方法って言うかです

ね、そういう方法もありますし、ワークショッ

プ来る人も同じメンバーが開いても、同じ人た

ちがおらす、やっぱ校区の役員さんたちとか、

婦人会、――婦人会の役員さんとか、一番、―

―一番回収率の方法っていうとは、もうちょっ

とこれは考え、――考えた方法と言いますか、

アンケートは、もちろん、必要ですが、もうち

ょっとやっぱし、いい方法があると私は思いま

す。 

 旧郡部もですね、都市化が進んで、若い世代

が、――世代の方々がなかなか校区の行事なん

かも少のうございますし、なかなか難しいとこ

ろもございますし、そういう中で、校区の年に

１回の総会がございます。一堂に。その席でで

すね、各市政協力員さんたちにその周知するっ

て言うか、そういう話し合いって言うか、周知

するため、その方法も私は一番末端まで行くよ

うな気がいたします。いろいろ方法があるかと

思いますが、一応、目にとどめていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい。ありがとうご

ざいました。 

 ほか、ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、第

３次八代市地域福祉計画策定についてを終了い
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たします。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査（第４期八

代市障がい福祉計画策定について） 

 次に、第４期八代市障がい福祉計画策定につ

いて説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、第４期八代市障がい福祉

計画策定につきまして、これも途中の経過の報

告でございます。障がい者支援課の秋田課長よ

り説明させますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（秋田壮男君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、秋田障がい者

支援課長。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（秋田壮男君） はい。健康福祉部障が

い者支援課の秋田でございます。 

 第４期八代市障がい福祉計画策定について御

報告させていただきます。座りまして、説明い

たします。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（秋田壮男君） 資料は、こちら、第４

期八代市障がい福祉計画策定についてとするも

のをごらんください。 

 まず、１、障害福祉計画について御説明いた

します。障害福祉計画と申しますのは、障害者

総合支援法第８８条の第１項に、市町村は、基

本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制

の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実

施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」

という。）を定めるものとするとの規定がござ

います。これに基づきまして、全国の市町村が

策定するものでございます。また、都道府県に

おきましても、同法第８９条の規定に基づきま

して、同時に都道府県障害福祉計画を策定いた

します。 

 この計画の期間は３年間でございます。今年

度が第３期計画の最終年度に当たりますので、

今年度中に平成２７年度から３年間の第４期計

画を策定するものでございます。 

 次に、計画の内容といたしましては、法に基

づく自立支援給付のうち、主に、障害福祉サー

ビスの見込み量――数字、――数値でございま

すが、これを取りまとめたものとなります。障

害福祉サービスと申しますのには、内容といた

しまして、例えば、居宅介護でございますと

か、短期入所支援、あるいは、就労移行支援や

就労継続支援などがございます。 

 なお、米印で記載しておりますとおり、障害

福祉計画以外に障害者計画というものもござい

ます。障害者計画は、障害者基本法に基づくも

ので、障害者支援施策の全般にわたりまして計

画を策定するものでございます。例えますと、

この障害者計画というものが、総合計画で言う

ところの基本構想や基本計画に当たるもので、

これから策定いたします障害福祉計画は、その

実施計画に当たるものというところでございま

す。 

 次は、２、策定体制について御説明いたしま

す。地域の実情に即した実効性ある計画にする

ため、サービス利用者やサービス提供事業者、

あるいは、雇用や教育など、幅広い関係者に審

議いただくために、八代市障がい者計画等策

定・評価委員会を置いております。策定・評価

委員会のメンバーは１８人で、内訳といたしま

しては、①学識経験を有する者が１人、②障害

者及び障害者団体から５人、③の保健・医療の

分野で３人、福祉の分野で５人、労働関係で１

人、④の関係行政職員は公共職業安定所など３
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人となっております。 

 それでは、２ページへお進みください。 

 ３、第３期計画の実施状況につきまして、当

時の国の指針、――基本指針に基づき設定しま

した４つの目標及び昨年度の実績並びに今年度

の見込みについて記述いたしております。 

 （１）施設入所者の地域生活への移行は、障

害者施設、――障害者支援施設に入所されてい

る重度の障害者が、施設を退所されてグループ

ホームや一般住宅など地域生活へ移行されると

いうことでございます。第３期計画では、施設

退所者と新規入所者の差し引きとして２６人の

削減を目標とし、さらに、施設退所者が地域生

活に移行される人数を７７人としておりまし

た。昨年度の実績において、削減人数は達成し

ておりますが、退所の理由は、主に死亡や転出

など、いわゆる、自然減によるものでございま

して、地域生活移行の目標は達成できませんで

した。本年度につきましても同様の状況でござ

いますので、地域生活移行の目標達成は困難と

考えております。 

 次の（２）福祉施設から一般就労への移行。

これにつきまして、福祉施設と申しますのは、

現在、この用語ございませんで、平成１７年度

当時の用語でございます。現在の制度に置きか

えますと、自立支援給付の中の生活介護・自立

訓練・就労移行支援・就労継続支援に当たる事

業でございます。これらの利用者が一般就労、

つまり、通常の民間企業に就職するという意味

合いでございますが、一般就労へ移行する目標

を４人としておりました。昨年度は１０人の方

が一般就労されており、本年度も同様の傾向に

ありますので、目標は達成するものと考えてお

ります。 

 次の（３）就労移行支援事業の利用者数でご

ざいますが、ただいま御説明いたしました福祉

施設の平成２３年度利用者の２割、１１４人が

就労移行支援を利用するというものでございま

す。就労移行支援と申しますのは、一般就労を

目指す障害者が、おおむね２年以内の期間で訓

練を受けるものでございます。昨年度は５１人

の方が利用されました。今年度も同様の傾向に

ありますので、目標達成は困難であろうと考え

ております。 

 次の（４）就労継続支援Ａ型事業の利用者数

の割合とは、就労継続支援を受ける方のうち、

Ａ型を受ける方の割合を３０％としたものでご

ざいます。この就労継続支援とは、一般就労で

きない方が、いわゆる、福祉的就労として御利

用なさるもので、Ａ型とＢ型の２つがございま

す。Ａ型は雇用契約を結び、最低賃金の保障さ

れる就労形態でございます。Ｂ型はＡ型での就

労が無理な方で、雇用契約がなく、最低賃金の

保障もありませんが、自分の日々の状態にあわ

せた働き方ができる就労形態でございます。こ

の目標は、Ａ型とＢ型を合わせた人数に占める

Ａ型の割合を３０％としたものでございます。

昨年度の実績は４１.８％であり、今年度も同

様の傾向にありますので、目標は達成できるも

のと考えております。 

 それでは、次に、大項目の４、第４期計画の

障害福祉サービス量の見込みにつきまして、算

出方法を御説明します。まず、第３期計画期間

中の障害福祉サービスの種類ごとに伸び率を算

出いたします。そして、伸び率をもとに、第４

期計画の概算の数値を算出します。この概算の

数値は、県へ中間報告として提出いたします。

次に、障害福祉サービスを利用、――失礼しま

した、障害福祉サービスを提供する法人の動向

や支援学校卒業予定者の進路希望など、障害福

祉サービスの需要の方向性を把握した上で、先

ほどの概算数値を修正いたしてまいります。な

お、数値を見込む際は、国の基本指針、あるい

は、県の考え方に沿ったものとなるよう、県と

十分調整を図ってまいります。 

 それでは、次のページへお進みください。 
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 次は、５、策定スケジュールについてでござ

います。まず、既に終了しておりますが、８月

２５日に県が市町村に対して説明会を開催さ

れ、国の基本指針や県の考え方、あるいは、策

定のスケジュール等について説明があっており

ます。次に、１０月２９日には、第１回目とな

る八代市障がい者計画等策定・評価委員会を開

催し、本市の現状や県の説明内容などを説明し

た上で策定の進め方などについて御審議いただ

いております。１１月１１日から１９日にかけ

ましては、６つの障害者団体と障害福祉サービ

ス等の事業を行う３３の法人に対してアンケー

ト調査を実施しております。また、八代支援学

校に対しては高等部生の卒業後の進路に関する

意向調査を行いました。さらに、１２月１日か

ら９日にかけまして、３３法人のうち、新規事

業や既存のサービスの定員の増または減を予定

していると回答した１４の法人についてヒアリ

ングを行い、新規事業の内容など具体性、ある

いは、国の基本指針・県の考え方に沿った内容

となっているかについて確認をいたしておりま

す。これより前の１１月１４日には、県に対し

てサービスの見込み量の概算について中間報告

を行っております。ここまでが既に終了した部

分となります。 

 次に、今後のスケジュールでございます。 

 明後日１２日の金曜日は、県のヒアリングを

受ける予定でございます。ヒアリングの内容

は、中間報告やその後の調査などについてにな

ります。次に、来週１６日火曜日には第２回目

となる策定・評価委員会を予定しております。

審議の内容は、第１回委員会の後に実施した調

査などについて報告をし、見込み量の考え方な

どについて御審議をいただく予定でございま

す。来年の１月は、記載しておりませんが、主

に県と調整作業を行う予定でございます。来年

の２月には、八代市障がい者支援協議会の開催

予定がございますので、これは障害者総合支援

法第８８条第８項に規定があり、意見聴取をす

ることとされておりますことから、意見を聞く

予定をございます。障がい者支援協議会のメン

バーは２０人でございます。その後、２月中

に、障がい福祉計画の素案を策定し、パブリッ

クコメントを予定しております。来年の３月に

は、障害福祉サービスの見込み量などについて

県と最終的な調整を行い、県に報告書を提出す

ることになります。そして、３月下旬に策定・

評価委員会を開催し、障がい福祉計画の最終案

を御審議いただく予定でございます。その後、

市長決裁を経て、県へ計画書として提出をする

予定でございます。本委員会への最終的な御報

告は来年６月定例会を予定いたしております。 

 次のページは、国の基本指針について図示し

たものでございます。 

 ここで訂正がございまして、この図示したペ

ージのページ番号が３となっておりますが、５

の誤りでございますので、訂正をお願いいたし

ます。 

 この国の基本指針の理念は、自立と共生の社

会を実現、障害者が地域で暮らせる社会にとさ

れております。その右側の成果目標に４つの大

項目が示され、さらに、その右側に活動指標が

示してあります。これらの活動指標のうち、都

道府県と市町村と書かれている項目について見

込み量を数値化していく作業をこれから行って

いくところでございます。 

 以上で、第４期八代市障がい福祉計画策定に

ついての説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（中村和美君） はい、本件につきま

して質疑、御意見等ありませんか。 

 はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） まず、先ほどの就労移

行支援事業の利用者数の目標数には届いてない

っていうところだったんですけども、そもそも

で申しわけない、確認ですけども、就労移行支
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援事業を利用している形で今から就職っていう

形をとろうと思ってる方ですよね。（障がい者

支援課長兼障がい者虐待防止センター所長秋田

壮男君「はい」と呼ぶ）そうすると、対象とい

うのは、基本的には、高等部卒業とか、高校卒

業ぐらいで、あと、まだ在宅で地域で就労を考

えているけれども自信がないという方だと思う

んですけれども、そこら辺の人数を把握された

上で目標を設定されているのかというのがちょ

っと一つ確認と、それと、そもそもですね、Ａ

型・Ｂ型を利用されている人があえてまた就労

移行を利用するちゅうことはあり得ないんじゃ

ないかなって、実際的には。そこら辺で、その

目標の１１４人ちゅうのが妥当なのかちゅうの

をちょっと自分も不思議に思ったんですけれど

も、その辺のちょっと御見解を受けたいと思う

んですけども。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（秋田壮男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、秋田障がい者

支援課長。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（秋田壮男君） はい。資料の２ページ

のほうに書いてございますが、（３）就労移行

支援事業の利用者数というところの下の説明に

なります。平成２６年度末の福祉施設利用者５

６９人の２割が……。（｢２３年の間違いです

か」と呼ぶ者あり）５６９人の２割が就労移行

支援事業を利用することを目標とするとござい

ます。ここは、平成２６年度末の目標数値が５

６９人のうちの２割ということで、この５６９

人というのが、もともと平成２３年度の利用者

数なんですよ。（委員橋本隆一君「ですよね」

と呼ぶ）で、そこから２割という数字で目標値

を定めなさいというのが国の基本指針なもんで

すから（委員橋本隆一君「ああ、そういう定め

なんですか」と呼ぶ）この数は自動的に決まっ

てくるということになります。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 国は、確かに、そうい

う目標でされてるんですが、実際に、高等部、

あるいは、高校生で、今、地域にどれくらいお

るのかとかですね、そういうのはわかると思い

ますし、２割がそのまま当てはめるから、いつ

までたっても達成をすること自体が目標ではな

いと思うんですけれども、もうちょっと現実的

な本市にあった目標の設定数値があるのかなと

いう印象がありました。 

 それと、もう一つ、済みません。これには障

害サービスを利用するときには福祉計画をつく

らなければならないと思うんですけれども、こ

の計画の中には、その福祉計画、――計画ちゅ

うのは、実施計画ですよね、相談支援事業所が

つくる計画の目標数値とかは入れなくてもよろ

しかったんですかね。それは、もう別のあれ

で、これに載せる必要はないっていうことだっ

たんですかね。そこら辺、ちょっと確認をお願

いします。 

○障がい者支援課長補佐（遠山光徳君） は

い。 

○委員長（中村和美君） はい、遠山光徳障が

い者支援課長補佐。 

○障がい者支援課長補佐（遠山光徳君） 障が

い者支援課の遠山でございます。よろしくお願

いいたします。 

 今、橋本議員から御質問がありました件につ

きましては、今回の計画につきまして、障害福

祉サービスの一環として、計画として、計画の

中に見込み量として記載することになっており

ます。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） 今度の第３期の後にそ
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れ入れられるっていうことなんですけども、そ

れで、また確認なんですが、先ほど国の方針と

いうこと言われましたけども、平成２６年度中

に先ほどの福祉サービスの実施の計画に関して

は終了するという見込みだったと思いますが、

その点の進捗状況は、今、どうなっております

でしょうか。ちょっと御確認お願いいたしま

す。 

○障がい者支援課長補佐（遠山光徳君） は

い。 

○委員長（中村和美君） はい、遠山障がい者

支援課長補佐。 

○障がい者支援課長補佐（遠山光徳君） サー

ビス利用計画の作成の現在の状況でございます

が、平成２６年９月末でございます、障害者の

ほうが６３.５％、障害児においては９４.２％

が、今、作成できているという状況でございま

す。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本隆一君） はい。これ、あくまで

も目標だと思いますし、急いだからと言ってい

いものができると思いませんので、もし、これ

は、あんまり国のほうにこだわらなくても、現

場の私が言いたいのは、何を言いたいかと言う

と、この目標に追われるために、現場の計画相

談員が非常に大変な部分を背負ってるという実

績もある、――実情もあることですから、あま

りこのことにこだわらないで、ちょっと柔軟に

対応していただきたいなっていうのが本音であ

りますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） はい、ほか、ありま

せんか。 

 ないよう……。 

○委員（西濵和博君） あっ、済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。資料の４ページ

でございますけれども、策定スケジュールの関

係でお尋ねしたいと思います。今後のスケジュ

ールということで、とりわけ２月の月のお取り

組みについて、念のため確認したいんですけれ

ども、ここに項目として、市障がい者支援協議

会での意見をヒアリングされるとございます

が、この意見聴取のあり方というのは、市で素

案をつくったのをお示しになられて、それに対

する意見をいただかれるのか、それとも、意見

を聴取された後、素案をつくってパブリックコ

メントにかけられるのか、そこのところの取り

扱いはどうなってるんでしょうか。 

○委員長（中村和美君） どなたですか。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（秋田壮男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、秋田障がい者

支援課、課長。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（秋田壮男君） はい。この段階での意

見聴取は、素案まではまだこの段階ではできて

ない可能性が高いと思ってます。ですので、そ

れぞれの見込み量についての県との協議がまだ

過程の途中になっている可能性が高いんです

が、数値はこのようになっていくということに

ついての意見聴取になっていくというふうに思

っています。計画書本体ではないだろうと思っ

ています。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、西濵副委員

長。 

○委員（西濵和博君） はい。ありがとうござ

います。 

 私もそのような理解しておりまして、関係者

の意見を聞かれて、それを踏まえて素案をつく

ると。で、素案つくったのをパブリックコメン

トにかけると。で、その意見、広くいただいて

から、計画を詰めていくという流れかと理解し
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ました。それ、よろしいでしょうか。（障がい

者支援課長兼障がい者虐待防止センター所長秋

田壮男君「はい」と呼ぶ） 

 はい。ありがとうございます。 

○委員長（中村和美君） はい、よろしいです

か。 

○委員（西濵和博君） はい。ありがとうござ

いました。 

○委員長（中村和美君） はい。ほか、ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、第

４期八代市障がい福祉計画策定についてを終了

します。（｢ありがとうございました」と呼ぶ

者あり） 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査（第６期八

代市介護保険事業計画・八代市高齢者福祉計画

策定について） 

○委員長（中村和美君） 次に、第６期八代市

介護保険事業計画・八代市高齢者福祉計画策定

について説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。もう少しですので、よろしくお願いし

ます。（笑声）はい。（｢はい」と呼ぶ者あ

り） 

 続きまして、第６期八代市介護保険事業計

画・八代市高齢者福祉計画策定につきまして、

これも途中経過でございますが、経過につきま

して、長寿支援課の小林課長より説明させま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、小林長寿支援

課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。長寿支

援課、小林です。よろしくお願いします。それ

では、座らせていただきます。 

 それでは、配付しておりますやつしろ・げん

き健康プラン、八代市介護保険事業計画・八代

市高齢者福祉計画の策定状況について御説明を

申し上げます。 

 それでは、資料の１ページをお開きくださ

い。 

 １の介護保険事業計画等について、（１）の

介護保険事業計画ですけれども、これは、介護

保険法第１１７条に基づきまして、３年を１期

として定めることとされております。国が定め

ます基本指針に基づき、各保険者である市町村

は、介護サービスや地域支援事業の量を見込む

など、必要な計画を策定し、あわせて保険料の

設定を行うものでございます。また、都道府県

では、市町村のサービス量などの見込みをもと

に介護福祉施設などの必要定員数などを設定す

ることとなります。 

 （２）の高齢者福祉計画ですが、老人福祉法

第２０条の８第１項により、高齢者の居宅生活

支援や老人福祉施設の整備に関する計画を立て

るもので、介護保険事業計画と一体のものとし

て定めるものとなっております。 

 ２ページの２、策定体制及びスケジュールで

すが、まず、（１）で、介護保険事業計画等策

定・評価審議会、総勢２４名で編成をして、設

置をしております。本年６月に、第１回目の審

議会を行いまして、１０月までに３回を行って

おります。今後、今月１２月と来年２月に残り

２回の審議会を行い、答申をいただきまして、

その後、決定する予定となっております。な

お、本日の報告は、第３回までの審議内容とな

っております。 

 次に、３ページお願いします。 

 これは、国や県を含めました全体的な策定の

スケジュールとなっております。 
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 ４ページのほうにまいります。 

 ３の介護保険制度改正の全体像ですが、こと

し６月に国会で可決、成立いたしました地域医

療介護総合確保推進法によりまして、介護保険

法が改正されております。この内容に従って、

計画を策定する必要がございます。まず、今回

の制度改正は、大きな柱として①の地域包括ケ

アシステムの構築と②の費用負担の公平化で構

成されております。左側の地域包括ケアシステ

ムの構築は、高齢者が住みなれた地域で生活を

継続できるようにするため、介護・医療・生活

支援・介護予防を充実させるもので、これは、

国は、これまでもシステムの構築を推進してま

いりましたが、より具体的に義務化され、加速

化することを目指しております。 

 サービスの充実としまして、システム構築に

向けた在宅医療と介護の連携の推進、認知症施

策の推進、地域ケア会議の推進、また、生活支

援サービスの充実・強化を図るなど、これまで

市町村が行っております地域支援事業をより充

実させるというものでございます。また、重点

化・効率化では、これまで全国一律であった要

支援者に対する予防給付のうち、訪問介護と通

所介護を市町村が取り組む地域支援事業へ、平

成２９年度までに段階的に移行されることとな

っております。 

 ２つ目の柱となっております右側の費用負担

の公平化では、今後も持続可能な介護保険制度

の構築を図ることを目的として、低所得者の保

険料軽減の拡充や保険料上昇をできる限り抑え

るため、一定以上の所得のある利用者の自己負

担割合を１割から２割へ引き上げるなど、利用

者負担を見直すこととされております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 これは、今後、我が国が目指します地域包括

ケアシステムのイメージでございます。高齢化

に伴い、独居の高齢者や認知症高齢者の増加が

見込まれる中、団塊の世代が７５歳以上になり

ます２０２５年をめどに、医療・介護・生活支

援などが一体的に提供されるシステムの構築を

目指すものとされております。 

 それでは、６ページでございます。 

 ４の高齢者の現状と推計でございます。ま

ず、①の高齢者人口の現状と推計ですが、中段

の棒グラフをごらんください。青い棒が総人

口、背の低い緑がかった棒のほうが高齢者人口

でございます。総人口はこれまでと同様に、将

来に向けて引き続き減少してまいります。高齢

者人口は、今後しばらくは増加しますが、平成

３０年ごろをピークに減少に転ずるものと推計

をされます。下の段のグラフですが、左のオレ

ンジ色が６５歳から７４歳までの前期高齢者、

右側の白い棒が７５歳以上の後期高齢者です。

前期高齢者は、平成３２年ごろをピークに減少

しております。一方、後期高齢者は、今後５年

ほど大きく増加することはありませんが、その

後、団塊の世代が７５歳以上となる平成３０

年、――３７年ごろにかけて、再び増加するも

のと推計されます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ②の介護認定者数の現状と推計です。中段の

グラフをごらんいただきますと、介護認定を受

けられた方の数は、今後も高齢者の増加に伴い

ふえていくものと推計いたしております。 

 次に、８ページのほうですけれども、③ひと

り暮らしの高齢者などの現状です。これは、国

勢調査によるものでございまして、高齢者単身

世帯数が平成７年から５年を機に確実にふえて

おりまして、平成２２年には４９９４世帯とな

っております。また、昨年行いました高齢者の

生活状況調査によりますと、およそ５２００世

帯とさらにふえているところでございます。 

 下の④の認知症高齢者の現状と推計では、要

介護認定を受けられた方のうち、認知症、――

認知機能の低下が見られる方の状況をあらわし

たものでございます。緑色が認知症の症状があ
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る方で、こちらも高齢化に伴い、年々、増加し

ていくものと推計されています。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ５の日常生活圏域ニーズ調査等についてで

す。次期計画策定に向け、高齢者の実態や意識

などを調査するために、日常生活圏域ニーズ調

査及び介護に関する意識調査を実施いたしてお

ります。 

 まず、（１）の高齢者生活実態調査につきま

しては、市内在住の６５歳以上の方から３００

０人を対象に調査を行っておりまして、②の回

収結果ですが、回収数は２０３７人で、回収率

は６７.９％となっております。 

 次の（２）の介護に関する意識調査ですが、

これは、市内在住の４０歳から６４歳までの第

２号被保険者２０００人を対象に意識調査を行

ったもので、回収数は９２３人、回収率は４

６.２％でした。 

 １０ページからは、アンケート結果の、これ

は抜粋でございます。 

 恐れ入ります。１１ページをお開きくださ

い。 

 １１ページの下の棒グラフになりますが、こ

れは、新たに介護が必要となった場合、どこで

介護を受けたいと思いますかという問いに対す

る回答で、可能な限り自宅で介護を受けたいと

答えた方が半数以上ありました。 

 １２ページのほうで、１２ページの上のグラ

フをごらんいただきますと、自宅を希望する理

由となっております。９割の方が住みなれた自

宅で生活を続けたいとされ、家族や友人と離れ

たくない、介護施設や病院に入るだけの金銭的

余裕がないなどが上げられておりまして、この

結果からも、地域包括ケアシステムの実現が望

まれているところとなっております。 

 続きまして、１３ページをお願いいたしま

す。 

 １３ページは、６の介護保険事業計画の施策

体系ですが、これまでの法改正やアンケート調

査をもとに、今回策定しております計画の基本

理念・重点項目・主要施策でございます。表の

右側が第６期分となっておりますので、右側に

ついて御説明申し上げます。 

 まず、基本理念ですが、人として尊重され、

地域の支え合いにより、安心して暮らせるまち

を目指しますといたしまして、これは第５期の

基本理念をそのまま踏襲いたしております。次

に、基本目標ですが、地域包括ケア計画とし

て、システム構築の加速化に向けまして、生

涯、――生涯現役社会の実現からサービスの質

の確保の向上まで５項目を定めております。次

の主要施策ですが、基本目標の達成向けて、１

の多様な担い手による支援体制の構築・活用か

ら５の介護サービスの質の確保・向上と介護保

険の持続可能性の確保まで、それぞれ具体的な

取り組みを定めております。 

 続きまして、１４ページになります。 

 １４ページの７の生活圏域設定でございま

す。この図は、現在の日常生活圏域を色分けし

たものでございます。日常生活圏域につきまし

ては、現行の第５期計画策定時に見直しを行っ

ております。地域包括支援センターの担当区域

と同一化をいたしまして、市民にわかりやすい

区域設定といたしました。また、その区域をも

とに、圏域をもとに、現行の計画の中で小規模

な特別養護老人ホームやグループホームなどの

整備を図ってきたところでございます。そのよ

うなことから、次期計画におきましては、現行

の日常生活圏域をそのまま踏襲いたしまして、

さらに、サービス体制の整備を図ることといた

しております。 

 １５ページをお願いします。 

 ８の地域密着型サービス基盤整備計画数です

が、この表は、圏域ごとに、現在までに整備し

てまいりました施設や事業所の整備状況でござ

います。表の下になります。課題でございま
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す。課題といたしまして、地域包括ケアシステ

ムの構築のために地域が支えるためのサービス

体制づくりの必要性、それとあわせまして、入

所待機者への対策としての施設整備の必要性が

ございます。そのため、方針といたしまして

は、地域包括ケアシステム構築に向け、地域の

介護拠点となる施設、居住系などのサービスの

整備を図るといたしております。このことか

ら、一番下にあります整備計画数にありますと

おり、４つの種類の施設・事業所につきまし

て、それぞれ１カ所ずつの整備をするものと予

定いたしております。また、整備いたします生

活圏域等につきましては、次回の策定・評価審

議会で審議していただく予定といたしておりま

す。 

 次、――次の１６ページでございます。 

 ９のこちら、介護保険給付費の現状と推計で

ございますが、これは、国から回付されました

ワークシートをもちまして、――用いまして、

人口推計やこれまでの給付の実績などから将来

のサービス量の推計を行ったもので、これをも

とに次期計画期間内の介護保険給付費や地域支

援事業費を見込んでおります。全てのサービス

につきまして、それぞれ推計をいたしておりま

すが、その中から抜粋をいたしまして、１６ペ

ージには、主な施設・居住系サービス、次の１

７ページには、――１７ページ、１８ページに

は、主な在宅サービスとして掲載をいたしてお

ります。 

 １９ページをお願いいたします。 

 ここでは、先ほどのサービス量の見込みをも

とにいたしまして、介護給付及び地域支援事業

に係る費用額を見込んだものでございます。上

の表は、介護保険給付費で、各種サービスごと

に平成２７年度以降の給付費を見込んでおりま

す。表の合計欄を見ていただきますと、平成２

７年度におよそ１２７億３０００万円の、――

が、２９年度にはおよそ１３４億９０００万円

と増加いたしておりまして、団塊の世代が７５

歳以上になります平成３７年度には、およそ１

４０億円を超えるものと推計いたしておりま

す。中段の棒グラフでは、左側ですが、これ

は、給付費のこれまでの推移と今後の見込みを

あらわしております。高齢化に伴いまして、

年々増加する傾向にございます。下の表は、地

域支援事業に係る、――要する費用額の見込み

でございます。平成２９年度におきまして、お

よそ５億６０００万円と、前年度よりかなり増

加をいたしております。これは、上の表にあり

ます介護給付費のうち、居宅介護予防サービス

の一部であります訪問介護と通所介護が地域支

援事業に移行されることによる影響でございま

す。今回見込みました第６期計画期間中の介護

給付と地域支援事業の費用額に対し、期間中に

必要となります第１号被保険者の保険料額を設

定するものとなります。 

 それでは、２０ページをお願いいたします。 

 ２０ページが保険料の見込みとなります。こ

の表は、平成１８年度からの第３期以降におけ

る給付総費用額、月当たりの保険料基準額及び

介護報酬改定率となっております。第３期の総

費用額は９０億円台でしたが、現在の第５期に

なりますと、１２０億円台に増加をいたしてお

ります。保険料基準額は、第３期に４３９０円

に引き上げた後、第４期におきましては保険料

そのまま据え置きといたしておりましたが、給

付費の予想以上の伸びから介護保険財政に赤字

を生じ、熊本県の財政安定化基金から１億３０

００万円の借り入れを行っております。その結

果、次の第５期におきましては、借入金の返済

を含めまして月額５４００円へと一気に１００

０円程度の引き上げとなったところでございま

す。ここには記載しておりませんけれども、第

１期は３２５０円、第２期は３７５０円と、５

００円引き上げておりまして、１期から５期ま

での保険料引き上げを平均いたしますと、１期
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ごとにおよそ５００円ずつ引き上げたこととな

っております。そこで、第６期の保険料額です

が、今回見込みました介護給付費などの総費用

額に対し必要な保険料額を推計いたしましたと

ころ、一番下に記載しておりますとおり、現在

の５００、――５４００円から５００円引き上

げ、およそ５９００円程度となる見込みでござ

います。 

 次に、２１ページをお願いします。 

 保険料の所得段階設定でございます。保険料

の所得段階設定、この図は、第５期の所得段階

を示したものでございます。現在、７つの段階

を設けております。第５段階を標準といたしま

して、左に行くにしたがいまして所得が低い階

層となります。第１段階では標準の０.５倍

と、負担額も少なくなっております。右側の６

から７段階は所得の高い階層となりまして、７

段階では１.５倍と、負担額も高くなっており

ます。これが、現在のものとなっております。 

 続きまして、２２ページをお願いいたしま

す。 

 ここでは、次の第６期での保険料段階設定の

見直し案をお示ししております。国の政令改正

によりまして、所得水準に応じたきめ細やかな

保険料設定を行う観点から、段階を９段階に変

更されております。図の中で、黒いの、――黒

の点線で表示しておりますのが、現在設定して

おります７段階のラインでございます。今回の

法改正の柱の中で費用負担の公平化とありまし

たが、そのうち、国・県・市による新たな公費

負担によりまして、左側の青色で塗り潰した部

分になりますけれども、現在の第１段階から第

３段階の方につきまして、新第１段階から新第

３段階へと負担が引き下げられ、保険料の軽減

が拡充されております。右側の旧第６段階から

７段階では、それぞれ細分化され、より所得に

応じたきめ細かな設定とされております。ま

た、図の左側の上のほうに表を載せております

けれども、これは、先ほど説明いたしました第

６期の介護保険料の基準額を現在の見込み額で

あります５９００円と仮に設定した場合、新段

階の年間保険料の増減を試算したもので、一番

右側に第５期と比較した増減額を載せておりま

す。これによりますと、第１、――新第１段階

と新第２段階の場合、前期に比べ、保険料負担

が軽減される結果となっております。 

 最後ですけども、２３ページをお願いいたし

ます。 

 こちらは、先ほど説明にありましたとおり、

今回の制度改正により一部の、――事業の一部

が市町村事業に移行されることとなったこと、

あわせて、これまでの事業の見直しによりまし

て、事業の構成が変更されておりますので、御

参考にごらんいただきたいと思います。今回の

見直しでございますけれども、右側で、現行の

介護予防給付の中に緑色であります訪問介護・

通所介護、この部分が右側の見直し後の緑色の

部分であります新しい介護予防・日常生活支援

総合事業に移行をされます。さらに、事業内容

が多様化されまして、それぞれ市町村事業とし

て実施されることとなります。その下のピンク

色になりますが、包括的支援事業におきまして

も、在宅医療・介護の連携推進、認知症施策の

推進など、現在の事業の充実が図られていると

ころでございます。これらの事業の見直しは、

今後の目標としております地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた取り組みといたしまして、平

成２７年度から２９年度までに実施することと

されております。 

 以上が、第６期介護保険事業計画のこれまで

の策定状況とその内容でございます。 

 今後は、パブリックコメントの実施と残り２

回の策定審議会を開きまして、策定する予定と

いたしております。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、説明終わりま
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した。質疑、御意見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ、第

６期八代市介護保険事業計画・八代市高齢者福

祉計画策定についてを終了します。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査（八代市子

ども・子育て支援事業計画について） 

○委員長（中村和美君） 次に、八代市子ど

も・子育て支援事業計画について説明願いま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。最後でございます。八代市子ども・子

育て支援事業計画につきまして、こども未来課

の白川課長より説明させます。どうぞよろしく

お願いします。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、白川こども未

来課長。 

○こども未来課長（白川健次君） はい。こど

も未来課、白川でございます。よろしくお願い

いたします。座って説明させていただきます。 

 平成２７年４月から全国で実施されます子ど

も・子育て支援新制度に伴いまして、現在、策

定作業を進めております八代市子ども・子育て

支援事業計画について、その素案とですね、概

要版をお配りしております。お手元にございま

すでしょうか。（｢はい｣と呼ぶ者あり）はい。

本日は、この表紙にですね、文教福祉委員会所

管事務調査資料としております概要版のほうを

使ってですね、説明をさせていただきたいと思

います。 

 資料の１ページをごらんください。 

 １の計画策定の背景と趣旨につきましてはで

すね、これまでも委員会等でいろいろ御説明さ

せていただいたような内容でございますので、

ここは省略をさせていただきまして、２の計画

の基本理念から説明をさせていただきたいと思

います。 

 ２、基本、――計画の基本理念は、安心して

子どもを生み育てることができるまちやつしろ

といたしております。将来の社会を担う子供の

健やかな育ちとその子育てを支えることは、一

人一人の子供や保護者の幸せにつながることは

もとより、社会全体の重要課題の一つでござい

ます。本計画においては、安心して子どもを生

み育てることができるまちやつしろを基本理念

とし、保護者が子育てに不安や負担ではなく、

喜びや生きがいを感じることができ、そして、

全ての子供が大事にされ、健やかに成長できる

ような社会、すなわち、子供の最善の利益が実

現される社会を目指してまいりたいと思ってお

ります。 

 次の３、計画の位置づけでございますが、本

計画は、子ども・子育て支援法に基づきます市

町村事業計画と次世代育成支援対策推進法の延

長に伴います市町村行動計画としての性格をあ

わせ持つ子育て支援の総合的な計画として、一

体的に策定するものでございまして、本市の総

合計画に基づく子ども・子育てに関する部門計

画として位置づけております。その下にです

ね、子供の人口の推計をグラフにしておりま

す。計画を策定するに当たりましては、９月の

文教福祉委員会でも報告させていただきました

ニーズ調査の結果ですとか、人口推計に基づい

て具体的な量の見込みを算出し、策定作業を進

めるべきとされております。このうち、人口推

計につきましては、住民基本台帳の平成２１年

から２５年の４月１日時点の人口による推計を

行っておりますが、グラフからはゼロ歳から５

歳までの就学前児童を含めまして減少する見込
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みとなっていることがおわかりいただけるかと

思います。 

 ２ページから３ページにかけましては、今回

の計画で、特にですね、整備等を進めてまいり

ます教育・保育と放課後児童健全育成事業につ

いて掲載をさせていただいております。 

 ２ページの４、教育・保育の量の見込みと提

供体制の確保のところを、まず、ごらんくださ

い。 

 まず、一番上の平成２７年度の表を見ていた

だきたいと思います。このうち、薄く黄色の斜

線をしてある部分、こちらが、幼稚園等での教

育を希望される場合ということになります。量

の見込みは５９３人と、中ほどのほうになりま

すが、なっております。また、それに対する確

保方策としてですね、現在の施設数のままで幼

稚園が１１８３人、認定こども園が４０人、あ

わせまして１２２３人の確保が可能となってお

ります。つまり、幼稚園等の量の見込みに対し

て、確保方策は６３０人の余裕があるというこ

とになります。また、表のうち、今見ていただ

いたところよりも右側の部分、要は、斜線のな

い部分が保育所等での保育を希望される場合と

いうことになりますが、量の見込みが４４４６

人となっております。これに対します確保方策

として、認定こども園が現在の１施設のままで

２０人、保育所が施設数はそのままで定員を９

０人ふやしまして４３２５人、新制度で新たに

創設されます地域型保育事業に現在の無認可保

育所や病院内の保育所が４施設移行するという

予定となっており４０人、合わせまして４３８

５人の確保が可能ということになっておりま

す。つまり、保育所等の量の見込みに対して、

確保方策は６１人不足しているということにな

ります。ただし、６１人分不足ということです

が、本計画では、あくまで定員での記載を求め

られているものでございます。保育所につきま

しては、定員の弾力化によりまして、面積や保

育士の数が要件を満たせば、定員の１２０％ま

で児童を受け入れることが可能でありますこと

から、待機児童が発生するということではあり

ません。 

 また、中ほどのですね、表になります。平成

２９年度の表を見ていただきますと、斜線のな

い部分の保育所等での保育を希望される部分の

量の見込みが４４１２人となっておりますのに

対して、確保方策として２９年度までに保育所

の定員を３０人ふやして４３５５人とする予定

とし、合計で４４１５人の確保が可能となって

おります。つまり、保育所等の量の見込みに対

して、確保方策は３人の余裕があるということ

になります。同様にですね、一番下の計画期間

の最終、――最後の年度であります平成３１年

度の表を見ていただきますと、量の見込みに対

して確保方策は５２人の余裕があるという状況

でございます。 

 なお、この数字につきましては、現在、平成

２７年度の入園申し込みを受け付けております

ことから、その結果に基づきまして、より実態

に近い数字で修正を行うということにしており

ます。 

 また、今後の方向性といたしましては、今、

御説明いたしましたように、計画期間における

不足分については、保育所等の定員増や地域型

保育事業の実施等により対応してまいりたいと

思っております。また、年度途中で増加する保

育ニーズに対しましては、保育所等との協議の

上、定員の弾力化を基本として対応してまいり

たいと考えております。 

 次に、３ページをごらんください。 

 ５の地域子ども・子育て支援事業の量の見込

みと提供体制の確保のうち、放課後児童健全育

成事業について掲載しております。現在、放課

後児童クラブは、市の委託事業として実施して

おります２６クラブのほかに、本計画では確保

方策として記載いたします保育所の自主事業と
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しての７クラブがあり、合計で３３クラブで実

施されている状況でございます。その量の見込

みは、計画の５年間で毎年延べ１５００人程度

と、ほぼ横ばいの状況でございます。放課後児

童クラブの設置につきましては、未設置の小学

校区を解消したいと考えておりますことから、

その未設置校区への新設を図ってまいりたいと

思っております。また、利用ニーズが高い小学

校区への設置や条例で規定いたしました利用児

童数の定員がおおむね４０人以下という基準を

満たさないクラブの分割による増設等を検討し

てまいります。 

 そのため、確保方策といたしまして、表にあ

りますように、計画の最終年度までに、現在よ

りも１０クラブ多い４３クラブへと充実を図っ

てまいりたいと考えております。また、今後の

方向性といたしまして、放課後児童クラブの整

備等を計画的に進めることや放課後子ども教室

を実施している小学校区に放課後児童クラブを

設置することにより、両事業の一体的な取り組

みを推進すること、未設置の小学校区への設置

の際に余裕教室を優先すること、教育委員会の

関係部署と福祉部局において連携を図ること、

さらには、開所時間の延長を行う放課後児童ク

ラブの支援を行うことを記載しているところで

ございます。 

 続きまして、４ページをごらんください。 

 ６、次世代育成支援施策の展開でございま

す。こちらは、現在の次世代育成支援対策行動

計画から引き継ぐ施策や取り組み等をテーマご

とに取りまとめたものでございます。また、今

回、子ども・子育て支援のより一層の充実を図

り、安心して子育てできる環境づくりに取り組

むため、６つの基本テーマごとに、新たに重点

項目を設定いたしまして、取り組みを推進する

ということといたしました。 

 何点か読み上げますと、基本テーマ１の地域

における子育て支援の充実では、少子化問題に

対応するため、結婚から妊娠・出産・子育ての

一環した切れ目のない支援が必要と考え、重点

項目として、そのための支援ネットワークの連

携や総合的な情報提供を行ってまいります。ま

た、基本テーマ２の父性及び母性の確保と乳幼

児等の健康増進では、子供の健康増進と子育て

家庭の経済的な負担軽減を目的とした医療費助

成につきましては、アンケート調査の結果から

も、対象年齢の拡大に対する市民ニーズが高い

ことから、重点項目としてこども医療費助成の

対象年齢を拡大し、子供の健康増進を図ってま

いります。また、基本テーマ４の子ども等の安

全確保と生活環境の整備では、共働き家庭等の

増加に伴い、小学生児童が放課後等を安全・安

心に過ごす場所を確保する必要があることか

ら、重点項目として放課後児童クラブを充実

し、子供の放課後の安全・安心な場所を確保し

てまいります。また、基本テーマ５の仕事と子

育ての両立支援の推進では、少子化対策とし

て、子育て支援サービスの充実や子育て家庭の

経済的な負担軽減に取り組む必要があることか

ら、重点項目として第３子保育料無料化を拡充

し、保護者の経済的負担を軽減してまいりま

す。 

 説明は以上で終わりますが、西濵副委員長の

ほうから、一般質問いただきました。教育・保

育の推進に関する体制等につきましては、今

後、教育委員会の関係部局と協議をいたしまし

て、次回、２月に開催する予定の子ども・子育

て会議に諮った上で、計画に盛り込んでいきた

いと考えております。また、この計画の素案に

つきましては、今後、パブリックコメントを実

施いたしまして、来年３月には広く市民の意見

を取り入れた計画として策定したいと考えてお

ります。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（中村和美君） はい、本件について

質疑、御意見等ありませんか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。なければ八代

市子ども・子育て支援事業計画について終了し

ます。（｢ありがとうございました」と呼ぶ者

あり） 

 そのほか当委員会の所管事務調査について、

何かありませんか。 

○委員（堀 徹男君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。まず、２点あり

ますけど、１点目が、今定例会においてです

ね、給食に関する、――食育に関する質問が２

名、議員さんから出ております。我々文教福祉

委員会としましてもですね、ぜひ、給食センタ

ーを訪問して、そこで、給食にかかわるです

ね、研修を給食食べながらですね、ぜひ、行

け、――皆さんで行けたらなというふうに考

え、１点提案させていただきたいと思います。

ぜひ、文教福祉委員会で取り組めたらと思いま

すので、お諮りいただければと思います。 

○委員長（中村和美君） はい。ただいま堀委

員から、そういう給食センター関連のことがで

ましたが、いかがでしょうか。現地視察を。管

内視察を。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、そ

のように事務局と打ち合わせをさせていただき

たいと思います。 

 はい。もう一つ。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。今定例会におき

まして、一般質問の中からですね、教育委員会

の文書配布箱の使用に関する認識についてって

いう質問があっております。で、この件に関し

て、答弁いただいておりますけど、その中身に

ついてですね、少しちょっと確認をさせていた

だきたいもんですから、できれば、担当の学校

教育課あたりにですね、おいでいただければと

思いますが。 

○委員長（中村和美君） 小会といたします。 

（午後２時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４８分 本会） 

○委員長（中村和美君） はい。本会に移しま

す。 

 ただいま堀委員から教育委員会に関して、執

行部の説明を聴取したいとの御意見が出されま

した。本件について執行部から説明を求めるこ

とに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。は

い。それでは、そのようにいたします。 

 それでは、担当。塚副先生だったかな。

（｢いや、学校教育課髙嶋です」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、髙嶋学校教育課、髙嶋先生のほう

から、はい、よろしくお願いします。 

○学校教育課長補佐兼教育サポートセンター副

所長（髙嶋宏幸君） はい。 

○委員長（中村和美君） まだやった。じゃ

あ、そちらのほうへ、説明席のほうにどうぞ。

（学校教育課長補佐兼教育サポートセンター副

所長髙嶋宏幸君「失礼します」と呼ぶ） 

 はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。まずですね、私

がお尋ねしたいのは、実は、昨年の１１月１４

日にですね、塚副教育、――課長のほうに、今

回質問があったような内容と全く同じですね、

指摘をさせていただいているんですよ。で、今

日、当人に来られるのかなと思ってたんですけ

ど、おいでにならないちゅうことで、ちょっと

いささかどういったお考えをお持ちなのかなっ

ていうふうに思ってるんですけどね。 

 まず、成松議員が質問された内容と全く同じ

プロセスを経てですね、学校内で署名活動が行
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われているという実態を私指摘させていただい

たんですよ。で、その指摘をですね、真摯に受

けとめていただいて、課内または部内でしっか

り検討していただいていればですね、こういっ

た、今回、全く同じような学校の中で署名活動

が出回るっていうようなですね、事態は起こら

なかったんじゃないかなと思いましてね。ま

ず、そこにどこ、何が問題があるのかなって思

いまして、今日、ちょっとお尋ねしたかったん

ですけど。 

 まず、私、一般質問や委員会の中での質問で

はないというのはお断りしておきます。 

 これは、ずっと情報がですね、耳に入った上

で、こういった学校における署名活動に対する

危険性というのを指摘させていただきました。

そして、同時に学校長のですね、裁量権ってい

う範疇についても確認をさせていただきまし

た。で、重々御理解をした中で、教育委員会と

して組織的に対応されるものと、自浄作用を期

待していたんですけれども、全くそういったか

けらもないことがですね、こういうふうにまた

続けて起きていると。 

 ちょっとそれはどういうことかと言うとです

ね、ある団体がですね、署名活動を依頼され

て、学校通じて、その署名活動の文書が出回っ

たということがありました。で、それはです

ね、なぜ、学校の中で署名活動があまり歓迎さ

れないかって言うと、特定の意図を持たれた方

がですね、学校っていう場所を利用して、アン

ケート、――署名活動をとるっていうことはい

かがなものかという指摘をさせていただいたん

ですよ。 

 これには、過去にも実例がありまして、今、

教育委員されている小嶋さん、あの方がです

ね、私たちが市Ｐ連の役員会で一緒だったとき

に、養護学校の改築をお願いされる署名活動を

できないものかということで、当時、平成１９

年ごろに、市Ｐ連の会議の中でお願いされたん

です。で、その署名活動するっていうことが、

学校の中でどういうそのことになるかっていう

ことをしっかり当時の役員会の中で検討して、

理事会に諮り、その結果として持ち、――各学

校に持ち帰って、署名活動をするということで

ですね、決まって、持って帰りました。 

 で、その後ですね、どんなだったかと言う

と、学校長の裁量ということで、それぞれの学

校長が判断されて、学校の中での署名活動をす

るとか、しないっていう話をですね、それぞれ

の校長先生の判断でまちまちな判断があったわ

けですよ。そういった事例を踏まえて、学校の

中でですね、校長先生の判断で署名活動する、

しないっていうのは、非常にね、統一された見

解のもとに行われるもんじゃないから、それは

公平性を担保できないんじゃないかっていうで

すね、その署名活動に対する理念があったんで

すね。で、当時は、まず、私が所属していたＰ

ＴＡ、小学校の中では、そういった署名活動を

ですね、当時の校長先生は一切学校の中で署名

活動していただいては困るという判断をされ

て、署名活動することができませんでした。私

は、それ一切非難するつもりもなくて、校長先

生の判断は正しかったというふうに思っていま

す。なぜかと言うと、１つの署名活動を許す

と、あらゆる考えをお持ちの団体の方々がです

ね、学校に署名活動を持ち込まれますと、そう

なった場合、１つを許せば、１つ、――次のま

た持って来られたのを断ることができなくなる

ということをおっしゃったので、ああ、確か

に、校長先生、それはおっしゃるとおりだとい

うことで、私は学校の中では署名活動はしない

というふうな見解がですね、統一されたもんで

あるというふうに思ってたんですね。 

 ところが、去年の１１月に、また県のほうか

ら、――ほうの団体からですね、署名活動お願

いしますという文章が来ました。で、それを配

付箱から学校のほうに配られて、各単Ｐ、各小
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学、学校の中で判断されて、署名活動する、し

ないっていうのをされてたわけですよ。で、私

は、そういうのは既に解決されてることだろう

と思って、塚副課長にそういう情報提供したん

です。どこが、――次に、どこが問題が起きた

かって言うと、その団体からですね、アンケー

ト、――署名のその実績はどれぐらいありまし

たかっていうですね、学校が直接それ、学校ご

とにファクスが流れてきてるんですよ。そのお

話も塚副課長にはしてあります。で、教頭先生

がですね、対応に困られたんですよ。名のある

団体から署名活動の実態がね、今の進捗状況が

どれぐらいあるんですかっていうその問い合わ

せが来たわけです。教頭先生、びっくりされ

て、これに対しての返答しなきゃいけないんで

すかねっていうことだったんで、ちょっと話の

きっかけでですね、塚副課長にお話したんです

けど。 

 その何と言いますかね、学校の中での署名活

動は、今回、教育長の答弁の中に、政治的活動

に当たらないという判断があって認めたってい

うことでありましたけど、そもそもその学校の

中での署名活動っていうののですね、取り扱い

に対しての危険性を私、昨年指摘してるんです

よね。で、どういったその教育総務課において

注意を促すようにしていたっていう答弁があっ

たんですけれども、これがですね、私が指摘し

たことをちゃんと真摯に受けとめて、組織の中

でそうやって署名活動何なりに対する注意を促

されていたのか、そこ、――そこがですね、ち

ょっとまだ確認したいところなんですよね、ま

ず。 

 そして、その次にですね、今回の件を受け

て、現在ですね、今回の件を受けて文書配布箱

の使用に関する明確な基準が必要と考え、文書

配布箱の使用に関する基本方針を策定し、運用

しているところですという答弁をされてるんで

すよね。ということは、指摘して、危険性とで

すね、を指摘した後に、全くアクションもなか

ったのかなっていうふうに思うんですけど、こ

の点についてですね、ちょっと確認をさせてい

ただきたいと思うんですよね。 

○学校教育課長補佐兼教育サポートセンター副

所長（髙嶋宏幸君） はい。 

○委員長（中村和美君） いいですか。はい、

髙嶋課長補佐。 

○学校教育課長補佐兼教育サポートセンター副

所長（髙嶋宏幸君） はい。今回の署名活動に

ついてなんですけれども、そこの点について

は、学校の教育活動については、活動にそぐわ

ないものであるというふうな考えを持ってお

り、そして、そのために、勤務時間中の署名活

動は職務専念義務違反となることから、勤務時

間外の個人の判断となる旨を各学校に伝えてお

ります。署名活動――今回の件については、そ

のようなことで共通の対応というふうにしたと

ころです。 

 ２点目の文書配布箱の件について、前回の指

摘からどういうことを行ってきたかという点に

つきましては、私が存じ上げてる中では、ずっ

と教育総務課にお知らせしていただくように注

意を促していたというそこの部分だけしかちょ

っと把握ができておりません。はい。 

○委員（堀 徹男君） いや、その……。 

○委員長（中村和美君） はい、堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。済みません。今

回、今回のその成松議員の質問とは、全く私は

別物のことで言ってるんですね。仕組みが全然

変わってないと。署名活動に対するその危険性

を指摘したのに、どうしてこういったリアクシ

ョン今までとられてなかったのかなっていうこ

となんですよね。 

 その答弁の中にあったかどうかわかりません

けど、団体がですね、名前の通用しているそう

いった教育関係にかかわる団体が出せば、全部

全てがいい、いや、ノーチェックで通るってい
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うような考え方は危険ですよっていうことを、

もう言ってるんですよ。それぞれの団体が出さ

れることをですね、やはり一つ一つ中身につい

ても精査して、されたほうがいいんじゃないん

ですかっていう指摘もしてるんですよね。で、

そもそも、政治活動に当たるとか、当たらない

とか、時間外にするとか、しないとかっていう

ことも含めてですね、学校っていう大きなくく

りの中で、特定の団体がする署名活動っていう

のをですね、加護していいのかなっていうそこ

からスタートされたほうがいいんじゃないかな

っていうことも言ってるんですよ。１つ許す

と、違う団体が、あっちはいいって言ったの

に、どうしてうちの団体だめなのって言ってく

るでしょう。そのたんびにですね、校長先生

方、判断をたくさんされていかなきゃならない

ていうのも生まれますよって。そういうことも

言ってるんですよね。そういうのが庁内で、ち

ょっと少しでも話されたのかなと思って。そこ

ら辺を確認したくて、ちょっときょうは課長に

お願いしたかったんですけど、来られてないっ

ちゅうことでですね、どういうふうなお考えを

持たれてるのかな。一般質問や委員会で質問を

しないとですね、そういった考え方に真摯に受

けとめていただけないということは、非常にで

すね、この残念だなと。指摘をして、自分たち

のですね、主体性を持って、考え方を協議して

いただくっていうのがなかったもんかなってい

うふうにですね、そこを思うんですけど。そこ

ら辺なかったんですかね、結局。されてないん

ですかね。課内の中でも。 

○委員長（中村和美君） いいですか。学校教

育課、髙嶋課長補佐。 

○学校教育課長補佐兼教育サポートセンター副

所長（髙嶋宏幸君） はい。申しわけございま

せん。私が把握している範囲でしかお答えでき

てないのですけれども、ちょっとそこの審議等

につきましては、私が把握している限りです

ね、署名活動のお話をいただいて、どういう審

議があったかっていうのは、ちょっと申しわけ

ございませんが、把握ができてないところで

す。（委員堀徹男君「そうですね。本人が来ら

れると思っとったですけど」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

 部長、何かありますか。 

○教育部長（北岡 博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。は

い。北岡教育部長。 

○教育部長（北岡 博君） はい。失礼いたし

ます。委員長、よろしいですか。 

○委員長（中村和美君） はい。北岡教育部

長。 

○教育部長（北岡 博君） 今の御質問でござ

いますが、それはＰＴＡ関係の。（委員堀徹男

君「はい、そうですね」と呼ぶ）はい。何かそ

のようなですね、事実があったということにつ

いては、報告は受けております。 

 ただし、このことにつきましては、全体的に

この署名がいいのかどうかということについて

の判断はしていなかったというところでござい

ます。ということで、各学校に回ってですね、

署名をされることにつきましては、各学校での

判断ということになっていたかというふうに思

います。 

 先ほど、髙嶋課長補佐のほうから御説明をい

たしましたが、これまでは張り紙等によってで

すね、規制と言うとちょっと言葉が正しくない

かもしれませんが、連絡等をされる場合には、

教育総務課ですとか、または担当課あたりの判

断を得てというようなところでやっておりまし

たが、ここに明文化されたものが見当たらなか

ったということもありますので、今回、明文化

してですね、方針を決めまして、それに従って

実施していただくと。学校間、――学校間また

は教育委員会と学校の行政とのですね、やりと

りという中での連絡箱の使用と。それ以外につ
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いては、教育総務課または担当課の判断を受け

てということでしたというところでございま

す。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（中村和美君） 堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。わかりました。 

 私ですね、署名活動そのものの是非をです

ね、言ってるんじゃないんです。（教育部長北

岡博君「はい」と呼ぶ）学校というですね、忠

実であり、公平であり、公正性を一番担保せな

いかぬ組織の中で、ある特定の団体の署名を許

してしまえば、その反対の団体の署名もあり得

ると思うんですよ。そういったときにですね、

どちらが正しいとか、どちらが悪いっていう判

断を誰がするのって、どの視点からするの。こ

れ、非常にですね、危険性をはらんでるんだと

思います。ですからですね、学校の中で署名活

動だとかっていうことをですね、することその

ものが危険、――危険なことですよっていう指

摘をさせていただいたんですね。そこが全く反

映されていなかったと言うか、協議すらしてな

かったんじゃないかなと思うのがね、非常に残

念で、もう少し主体性を持ってですね、取り組

んで、組織としてやっぱりこういう事例には取

り組むべきじゃないかなというふうに思いま

す。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。今回、質問、―

―成松議員が質問された後の答弁でですね、基

本方針つくられるということをうたってありま

すので、どうぞですね、そういった観点、もう

一度含めて、主体性を持って取り組んでいただ

ければというふうに思ってます。よろしくお願

いします。 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、そ

の辺、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

 それでは、執行部、教育部の件に関して、こ

れで終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。（｢ありがとうございました」と呼ぶ

者あり）どうぞ、お引き取りを。 

 その他ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で、

所管事務調査２件についての調査を終了しま

す。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお、調査を

要すると思いますので、引き続き閉会中の調査

の申し出をしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって、文教福祉委員会を散会いたし

ます。 

（午後３時０５分 閉会） 
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